
平成２３年１０月２８日付け福島県告示第５０９号による特定悪臭物質規制の一部改正に係る新旧対象表 

1/14 

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
工
場
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
単
に
「
事
業
場
」

と
い
う
。）
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
悪
臭
原
因
物
の
排
出
を
規
制

す
る
地
域
を
指
定
し
、
並
び
に
特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の
敷
地
の

境
界
線
の
地
表
に
お
け
る
規
制
基
準
、
特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の

煙
突
そ
の
他
の
気
体
排
出
施
設
の
排
出
口
に
お
け
る
規
制
基
準
及
び
特
定
悪
臭
物

質
を
含
む
排
出
水
の
事
業
場
の
敷
地
外
に
お
け
る
規
制
基
準
を
定
め
、
平
成
八
年

七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全

領
域
大
気
環
境
グ
ル
ー
プ
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興

局
、
福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
、
福
島
県
相
双
地
方

振
興
局
及
び
関
係
市
町
村
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
八
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事 
佐
藤 

栄
佐
久 

一 

事
業
場
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
悪
臭
原
因
物
の
排
出
を
規

制
す
る
地
域 

福
島
市
、
会
津
若
松
市
、
白
河
市
、
須
賀
川
市
、
喜
多
方
市
、
相
馬
市
、
二
本

松
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
市
、
本
宮
市
、
伊
達
郡
桑
折
町
、
同
郡
国
見
町
、
同
郡

川
俣
町
、
岩
瀬
郡
鏡
石
町
、
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
、
大
沼
郡
会
津
美
里
町
、
西
白

河
郡
西
郷
村
、
同
郡
泉
崎
村
、
同
郡
矢
吹
町
、
東
白
川
郡
鮫
川
村
、
石
川
郡
石
川

町
、
同
郡
玉
川
村
、
同
郡
平
田
村
、
同
郡
浅
川
町
、
同
郡
古
殿
町
、
双
葉
郡
広
野

町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
双
葉
町
及
び
同
郡
浪
江
町
の
区
域
の
う
ち
別
表
に
掲
げ

る
区
域 

二 

特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
の
地
域
に
お
け
る

規
制
基
準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
単
位
ｐ
ｐ
ｍ
）

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸 

キ
シ
レ
ン 

ス
チ
レ
ン 

ト
ル
エ
ン 

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン 

酢
酸
エ
チ
ル 

イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル 

イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ノ
ル
マ
ル
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ノ
ル
マ
ル
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン 

二
硫
化
メ
チ
ル 

硫
化
メ
チ
ル 

硫
化
水
素 

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン 

ア
ン
モ
ニ
ア 

特
定
悪
臭 

物
質
の
種
類 

〇
・
〇
三 

一 〇
・
四 

十 一 三 〇
・
九 

〇
・
〇
〇
三 

〇
・
〇
〇
九 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
〇
九 

〇
・
〇
五 

〇
・
〇
五 

〇
・
〇
〇
五 

〇
・
〇
〇
九 

〇
・
〇
一 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
〇
二 

一 Ａ
区
域 

〇
・
〇
七 

二 〇
・
八 

三
十 

三 七 四 〇
・
〇
〇
六 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
七 

〇
・
〇
三 

〇
・
一 

〇
・
一 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
三 

〇
・
〇
五 

〇
・
〇
六 

〇
・
〇
〇
四 

二 Ｂ
区
域 

〇
・
二 

五 二 六
十 

六 二
十 

二
十 

〇
・
〇
一 

〇
・
〇
五 

〇
・
二 

〇
・
〇
八 

〇
・
五 

〇
・
五 

〇
・
〇
七 

〇
・
一 

〇
・
二 

〇
・
二 

〇
・
〇
一 

五 Ｃ
区
域 

変

更

前

福
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号 

悪
臭
防
止
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
三
条
及
び
第
四
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
工
場
そ
の
他
の
事
業
場
（
以
下
単
に
「
事
業
場
」

と
い
う
。）
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
悪
臭
原
因
物
の
排
出
を
規
制

す
る
地
域
を
指
定
し
、
並
び
に
特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の
敷
地
の

境
界
線
の
地
表
に
お
け
る
規
制
基
準
、
特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の

煙
突
そ
の
他
の
気
体
排
出
施
設
の
排
出
口
に
お
け
る
規
制
基
準
及
び
特
定
悪
臭
物

質
を
含
む
排
出
水
の
事
業
場
の
敷
地
外
に
お
け
る
規
制
基
準
を
定
め
、
平
成
八
年

七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
福
島
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全

総
室
水
・
大
気
環
境
課
、
福
島
県
県
北
地
方
振
興
局
、
福
島
県
県
中
地
方
振
興
局
、

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局
、
福
島
県
会
津
地
方
振
興
局
、
福
島
県
相
双
地
方
振
興

局
及
び
関
係
市
町
村
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 

平
成
八
年
四
月
一
日 

福
島
県
知
事 

佐
藤 

栄
佐
久 

一 

事
業
場
に
お
け
る
事
業
活
動
に
伴
っ
て
発
生
す
る
悪
臭
原
因
物
の
排
出
を
規

制
す
る
地
域 

福
島
市
、
会
津
若
松
市
、
白
河
市
、
須
賀
川
市
、
喜
多
方
市
、
相
馬
市
、
二
本

松
市
、
南
相
馬
市
、
伊
達
市
、
本
宮
市
、
伊
達
郡
桑
折
町
、
同
郡
国
見
町
、
同
郡

川
俣
町
、
岩
瀬
郡
鏡
石
町
、
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
、
大
沼
郡
会
津
美
里
町
、
西
白

河
郡
西
郷
村
、
同
郡
泉
崎
村
、
同
郡
矢
吹
町
、
東
白
川
郡
塙
町
、
同
郡
鮫
川
村
、

石
川
郡
石
川
町
、
同
郡
玉
川
村
、
同
郡
平
田
村
、
同
郡
浅
川
町
、
同
郡
古
殿
町
、

双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
双
葉
町
及
び
同
郡
浪
江
町
の
区
域
の
う
ち

別
表
に
掲
げ
る
区
域 

二 

特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
の
地
域
に
お
け
る

規
制
基
準 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
単
位
ｐ
ｐ
ｍ
） 

プ
ロ
ピ
オ
ン
酸 

キ
シ
レ
ン 

ス
チ
レ
ン 

ト
ル
エ
ン 

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン 

酢
酸
エ
チ
ル 

イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル 

イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ノ
ル
マ
ル
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ノ
ル
マ
ル
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド 

プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド 

ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン 

二
硫
化
メ
チ
ル 

硫
化
メ
チ
ル 

硫
化
水
素 

メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン 

ア
ン
モ
ニ
ア 

特
定
悪
臭 

物
質
の
種
類 

〇
・
〇
三 

一 〇
・
四 

十 一 三 〇
・
九 

〇
・
〇
〇
三 

〇
・
〇
〇
九 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
〇
九 

〇
・
〇
五 

〇
・
〇
五 

〇
・
〇
〇
五 

〇
・
〇
〇
九 

〇
・
〇
一 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
〇
二 

一 Ａ
区
域 

〇
・
〇
七 

二 〇
・
八 

三
十 

三 七 四 〇
・
〇
〇
六 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
七 

〇
・
〇
三 

〇
・
一 

〇
・
一 

〇
・
〇
二 

〇
・
〇
三 

〇
・
〇
五 

〇
・
〇
六 

〇
・
〇
〇
四 

二 Ｂ
区
域 

〇
・
二 

五 二 六
十 

六 二
十 

二
十 

〇
・
〇
一 

〇
・
〇
五 

〇
・
二 

〇
・
〇
八 

〇
・
五 

〇
・
五 

〇
・
〇
七 

〇
・
一 

〇
・
二 

〇
・
二 

〇
・
〇
一 

五 Ｃ
区
域 

変

更

後

 

区

域

の

区

分

区

域

の

区

分
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  三 

特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の
煙
突
そ
の
他
の
気
体
排
出
施
設
の
排

出
口
に
お
け
る
規
制
基
準 

事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
の
地
表
に
お
け
る
規
制
基
準
を
基
礎
と
し
て
悪
臭
防

止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
令
第
三
十
九
号
）
第
三
条
に
定
め
る
方

法
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
流
量
と
す
る
（
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
、
硫
化
メ
チ
ル
、

二
硫
化
メ
チ
ル
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ス
チ
レ
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
ノ
ル
マ

ル
酪
酸
、
ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸
及
び
イ
ソ
吉
草
酸
を
除
く
。）。 

四 

特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
排
出
水
の
事
業
場
の
敷
地
外
に
お
け
る
規
制
基
準 

事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
の
地
表
に
お
け
る
規
制
基
準
を
基
礎
と
し
て
悪
臭
防

止
法
施
行
規
則
第
四
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
濃
度
と
す
る
（
ア

ン
モ
ニ
ア
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ

ヒ
ド
、
ノ
ル
マ
ル
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ノ
ル
マ
ル

バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
酢
酸
エ

チ
ル
、
メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
ト
ル
エ
ン
、
ス
チ
レ
ン
、
キ
シ
レ
ン
、
プ

ロ
ピ
オ
ン
酸
、
ノ
ル
マ
ル
酪
酸
、
ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸
及
び
イ
ソ
吉
草
酸
を
除
く
。）。

た
だ
し
、
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
に
つ
い
て
は
、
こ
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
排

出
水
中
の
濃
度
の
値
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
場

合
に
係
る
排
出
水
中
の
濃
度
の
許
容
限
度
は
、
当
分
の
間
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き

〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
と
す
る
。 

イ
ソ
吉
草
酸 

ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸 

ノ
ル
マ
ル
酪
酸 

〇
・
〇
〇
一 

〇
・
〇
〇
〇
九 

〇
・
〇
〇
一 

〇
・
〇
〇
四 

〇
・
〇
〇
二 

〇
・
〇
〇
二 

〇
・
〇
一

〇
・
〇
〇
四

〇
・
〇
〇
六

会
津
若
松

市 
 

福
島
市 

 

市
町
村
名 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

 

区
域
の

区
分 

工
業
地
域（
Ａ
区
域
の
二
に
掲
げ
る
区
域
を
除

く
。）
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準

住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

神
指
町
大
字
南
四
合
の
う
ち
、
字
深
川
東
、
字

深
川
西
、
字
深
川
、
字
幕
内
北
、
字
幕
内
西
、
字

才
ノ
神（
二
百
二
十
七
番
か
ら
五
百
五
番
ま
で
に

限
る
。）、
字
柳
原
（
五
百
九
十
一
番
か
ら
六
百
八

十
八
番
ま
で
に
限
る
。）、字
幕
内
及
び
字
幕
内
南

（
二
百
五
十
六
番
か
ら
六
百
三
十
五
番
ま
で
に

限
る
。）
の
区
域 

柳
原
町
四
丁
目
の
区
域
の
う
ち
、五
百
八
十
四

番
か
ら
六
百
九
十
九
番
ま
で
の
区
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
二
に
掲
げ
る
区
域
を
除

く
。）
及
び
準
工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
三
に
掲
げ
る

区
域
を
除
く
。） 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、第
一
種
住
居
地

域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
及
び
近
隣

商
業
地
域 

二 

桜
木
町
の
区
域
の
う
ち
、四
番
及
び
十
四
番
か

ら
十
七
番
ま
で
の
区
域 

三 

堀
河
町
の
区
域
の
う
ち
、
一
番
、
二
番
、
八
番

及
び
九
番
の
区
域 

東
浜
町
の
区
域
の
う
ち
、七
番
か
ら
九
番
ま
で

の
区
域 

 

規 
 

制 
 

地 
 

域 

変

更

前

  三 

特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
気
体
の
事
業
場
の
煙
突
そ
の
他
の
気
体
排
出
施
設
の
排

出
口
に
お
け
る
規
制
基
準 

事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
の
地
表
に
お
け
る
規
制
基
準
を
基
礎
と
し
て
悪
臭
防

止
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
総
理
府
令
第
三
十
九
号
）
第
三
条
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
算
出
し
て
得
た
流
量
と
す
る
（
メ
チ
ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
、
硫
化
メ
チ
ル
、
二

硫
化
メ
チ
ル
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ス
チ
レ
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、
ノ
ル
マ
ル
酪

酸
、
ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸
及
び
イ
ソ
吉
草
酸
を
除
く
。）。 

四 

特
定
悪
臭
物
質
を
含
む
排
出
水
の
事
業
場
の
敷
地
外
に
お
け
る
規
制
基
準 

事
業
場
の
敷
地
の
境
界
線
の
地
表
に
お
け
る
規
制
基
準
を
基
礎
と
し
て
悪
臭
防

止
法
施
行
規
則
第
四
条
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
て
得
た
濃
度
と
す
る（
ア
ン

モ
ニ
ア
、
ト
リ
メ
チ
ル
ア
ミ
ン
、
ア
セ
ト
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
ア
ル
デ
ヒ
ド
、

ノ
ル
マ
ル
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
ブ
チ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
ノ
ル
マ
ル
バ
レ
ル
ア

ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
バ
レ
ル
ア
ル
デ
ヒ
ド
、
イ
ソ
ブ
タ
ノ
ー
ル
、
酢
酸
エ
チ
ル
、
メ
チ

ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン
、
ト
ル
エ
ン
、
ス
チ
レ
ン
、
キ
シ
レ
ン
、
プ
ロ
ピ
オ
ン
酸
、

ノ
ル
マ
ル
酪
酸
、
ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸
及
び
イ
ソ
吉
草
酸
を
除
く
。）。
た
だ
し
、
メ
チ

ル
メ
ル
カ
プ
タ
ン
に
つ
い
て
は
、こ
の
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
排
出
水
中
の
濃
度
の

値
が
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ
ム
未
満
の
場
合
に
係
る
排
出
水
中

の
濃
度
の
許
容
限
度
は
、
当
分
の
間
、
一
リ
ッ
ト
ル
に
つ
き
〇
・
〇
〇
二
ミ
リ
グ
ラ

ム
と
す
る
。 

イ
ソ
吉
草
酸 

ノ
ル
マ
ル
吉
草
酸 

ノ
ル
マ
ル
酪
酸 

〇
・
〇
〇
一 

〇
・
〇
〇
〇
九 

〇
・
〇
〇
一 

〇
・
〇
〇
四 

〇
・
〇
〇
二 

〇
・
〇
〇
二 

〇
・
〇
一 

〇
・
〇
〇
四 

〇
・
〇
〇
六 

会
津
若
松

市 
 

福
島
市 

 

市
町
村
名 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

 

区
域
の

区
分 

工
業
地
域（
Ａ
区
域
の
二
に
掲
げ
る
区
域
を
除

く
。）
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層

住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準

住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

神
指
町
大
字
南
四
合
の
う
ち
、
字
深
川
東
、
字

深
川
西
、
字
深
川
、
字
幕
内
北
、
字
幕
内
西
、
字

才
ノ
神（
二
百
二
十
七
番
か
ら
五
百
五
番
ま
で
に

限
る
。）、
字
柳
原
（
五
百
九
十
一
番
か
ら
六
百
八

十
八
番
ま
で
に
限
る
。）、字
幕
内
及
び
字
幕
内
南

（
二
百
五
十
六
番
か
ら
六
百
三
十
五
番
ま
で
に

限
る
。）
の
区
域 

柳
原
町
四
丁
目
の
区
域
の
う
ち
、五
百
八
十
四

番
か
ら
六
百
九
十
九
番
ま
で
の
区
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
二
に
掲
げ
る
区
域
を
除

く
。）
及
び
準
工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
三
に
掲
げ
る

区
域
を
除
く
。） 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、

第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、第
一
種
住
居
地

域
、
第
二
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
及
び
近
隣

商
業
地
域 

二 

桜
木
町
の
区
域
の
う
ち
、四
番
及
び
十
四
番
か

ら
十
七
番
ま
で
の
区
域 

三 

堀
河
町
の
区
域
の
う
ち
、
一
番
、
二
番
、
八
番

及
び
九
番
の
区
域 

東
浜
町
の
区
域
の
う
ち
、七
番
か
ら
九
番
ま
で

の
区
域 規 

 

制 
 

地 
 

域 
変

更

後



平成２３年１０月２８日付け福島県告示第５０９号による特定悪臭物質規制の一部改正に係る新旧対象表 

3/14 

 

  
 

 
白
河
市 

 

Ａ
区
域 

 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

商
業
地
域
の
う
ち
、
高
山
及
び
高
山
西
の
区

域 

三 

準
工
業
地
域
の
う
ち
、
南
堀
切
（
一
番
二
、

一
番
三
、
一
番
五
か
ら
一
番
七
ま
で
、
一
番
十
、

二
番
二
、
二
番
四
か
ら
二
番
七
ま
で
、
三
番
二
、

三
番
三
、
三
番
六
か
ら
三
番
九
ま
で
、
四
番
三
、

四
番
五
か
ら
四
番
七
ま
で
、
四
番
九
、
六
番
四
、

六
番
六
か
ら
六
番
九
ま
で
、
六
番
十
一
、
六
番

十
二
、
六
番
十
七
か
ら
六
番
十
九
ま
で
、
六
番

二
十
一
、
六
番
二
十
二
、
七
番
二
か
ら
七
番
六

ま
で
、
十
一
番
一
か
ら
十
一
番
三
ま
で
、
十
二

番
二
、
二
百
十
八
番
三
、
二
百
十
八
番
二
十
、

二
百
十
八
番
二
十
一
、
二
百
十
八
番
二
十
三
、

二
百
十
八
番
二
十
四
、
二
百
十
八
番
三
十
、
二

百
十
八
番
三
十
一
、
二
百
十
八
番
三
十
七
、
二

百
十
八
番
四
十
三
か
ら
二
百
十
八
番
五
十
二

ま
で
、
二
百
十
八
番
五
十
五
、
二
百
十
八
番
五

十
六
、
二
百
十
八
番
五
十
八
か
ら
二
百
十
八
番

六
十
四
ま
で
及
び
二
百
十
八
番
七
十
に
限

る
。）
の
区
域 

四 

工
業
地
域
の
う
ち
、
高
山
、
高
山
西
、
古
高

山
、
古
池
及
び
中
野
山
の
区
域 

五 

鬼
越
の
区
域
の
う
ち
、
七
十
七
番
一
か
ら
七

十
七
番
四
ま
で
、
七
十
七
番
十
五
、
七
十
七
番

十
六
、
七
十
八
番
二
か
ら
七
十
八
番
六
ま
で
、

七
十
八
番
八
、
七
十
八
番
九
、
八
十
四
番
二
及

び
八
十
四
番
五
の
区
域 

東
小
丸
山
の
区
域
の
う
ち
、
九
十
五
番
一
か

ら
九
十
五
番
三
ま
で
の
区
域 

葉
ノ
木
平
、
内
薄
葉
、
的
石
前
、
中
山
、
中

山
下
、
中
山
東
及
び
中
山
南
の
区
域 

向
寺
の
区
域
（
阿
武
隈
川
の
河
川
敷
の
区
域

を
除
く
。） 

金
勝
寺
東
、
鶴
巻
山
、
飯
沢
、
飯
沢
山
、
六

反
山
、
弥
次
郎
窪
、
薄
葉
、
外
薄
葉
及
び
女
石

の
区
域
（
国
道
四
号
南
側
境
界
線
か
ら
南
へ
百

メ
ー
ト
ル
の
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。） 

金
勝
寺
の
区
域
（
阿
武
隈
川
の
河
川
敷
の
区

域
を
除
い
た
区
域
で
あ
っ
て
、
国
道
四
号
南
側

境
界
線
か
ら
南
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
線
以
南
の

区
域
に
限
る
。） 

和
尚
壇
山
、
真
舟
及
び
北
堀
川
端
の
区
域
の

う
ち
、
工
業
地
域
を
除
く
区
域 

表
郷
番
沢
の
区
域
の
う
ち
、
字
上
願
及
び
字

松
上
の
区
域
並
び
に
字
柳
沼
の
区
域
（
市
道
中

学
校
樋
ノ
口
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。） 

表
郷
金
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
広
畑
、
字
赤

沼
、
字
下
川
原
、
字
下
ノ
内
、
字
二
ツ
堂
、
字

藤
川
原
、
字
菅
辻
、
字
竹
ノ
内
、
字
越
堀
、
字

仲
町
、
字
井
戸
尻
及
び
字
瀬
戸
原
の
区
域 

東
釜
子
の
区
域
の
う
ち
、
字
薄
久
保
、
字
秋

山
、
字
大
師
山
、
字
大
仙
山
、
字
陣
ヶ
平
、
字

川
田
、
字
龍
ヶ
窪
、
字
本
町
、
字
日
向
、
字
日

向
前
、
字
矢
越
山
、
字
森
ノ
前
、
字
早
稲
田
、

字
街
道
下
、
字
前
殿
山
、
字
新
金
堀
沢
、
字
殿

田
表
、
字
東
浦
、
字
九
舛
地
、
字
三
斗
蒔
、
字

中
田
、
字
北
町
、
字
熊
ノ
森
、
字
西
ノ
内
、
字

古
峯
ノ
内
、
字
釜
橋
、
字
曲
り
町
、
字
狐
内
及

び
字
枇
杷
山
の
区
域 

東
深
仁
井
田
の
区
域 

変

更

前

白
河
市 

 

Ａ
区
域 

 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

商
業
地
域
の
う
ち
、
高
山
及
び
高
山
西
の
区

域 

三 

準
工
業
地
域
の
う
ち
、
南
堀
切
（
一
番
二
、

一
番
三
、
一
番
五
か
ら
一
番
七
ま
で
、
一
番
十
、

二
番
二
、
二
番
四
か
ら
二
番
七
ま
で
、
三
番
二
、

三
番
三
、
三
番
六
か
ら
三
番
九
ま
で
、
四
番
三
、

四
番
五
か
ら
四
番
七
ま
で
、
四
番
九
、
六
番
四
、

六
番
六
か
ら
六
番
九
ま
で
、
六
番
十
一
、
六
番

十
二
、
六
番
十
七
か
ら
六
番
十
九
ま
で
、
六
番

二
十
一
、
六
番
二
十
二
、
七
番
二
か
ら
七
番
六

ま
で
、
十
一
番
一
か
ら
十
一
番
三
ま
で
、
十
二

番
二
、
二
百
十
八
番
三
、
二
百
十
八
番
二
十
、

二
百
十
八
番
二
十
一
、
二
百
十
八
番
二
十
三
、

二
百
十
八
番
二
十
四
、
二
百
十
八
番
三
十
、
二

百
十
八
番
三
十
一
、
二
百
十
八
番
三
十
七
、
二

百
十
八
番
四
十
三
か
ら
二
百
十
八
番
五
十
二

ま
で
、
二
百
十
八
番
五
十
五
、
二
百
十
八
番
五

十
六
、
二
百
十
八
番
五
十
八
か
ら
二
百
十
八
番

六
十
四
ま
で
及
び
二
百
十
八
番
七
十
に
限

る
。）
の
区
域 

四 

工
業
地
域
の
う
ち
、
高
山
、
高
山
西
、
古
高

山
、
古
池
及
び
中
野
山
の
区
域 

五 

鬼
越
の
区
域
の
う
ち
、
七
十
七
番
一
か
ら
七

十
七
番
四
ま
で
、
七
十
七
番
十
五
、
七
十
七
番

十
六
、
七
十
八
番
二
か
ら
七
十
八
番
六
ま
で
、

七
十
八
番
八
、
七
十
八
番
九
、
八
十
四
番
二
及

び
八
十
四
番
五
の
区
域 

東
小
丸
山
の
区
域
の
う
ち
、
九
十
五
番
一
か

ら
九
十
五
番
三
ま
で
の
区
域 

葉
ノ
木
平
、
内
薄
葉
、
的
石
前
、
中
山
、
中

山
下
、
中
山
東
及
び
中
山
南
の
区
域 

向
寺
の
区
域
（
阿
武
隈
川
の
河
川
敷
の
区
域

を
除
く
。） 

金
勝
寺
東
、
鶴
巻
山
、
飯
沢
、
飯
沢
山
、
六

反
山
、
弥
次
郎
窪
、
薄
葉
、
外
薄
葉
及
び
女
石

の
区
域
（
国
道
四
号
南
側
境
界
線
か
ら
南
へ
百

メ
ー
ト
ル
の
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。） 

金
勝
寺
の
区
域
（
阿
武
隈
川
の
河
川
敷
の
区

域
を
除
い
た
区
域
で
あ
っ
て
、
国
道
四
号
南
側

境
界
線
か
ら
南
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
線
以
南
の

区
域
に
限
る
。） 

和
尚
壇
山
、
真
舟
及
び
北
堀
川
端
の
区
域
の

う
ち
、
工
業
地
域
を
除
く
区
域 

表
郷
番
沢
の
区
域
の
う
ち
、
字
上
願
及
び
字

松
上
の
区
域
並
び
に
字
柳
沼
の
区
域
（
市
道
中

学
校
樋
ノ
口
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。） 

表
郷
金
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
広
畑
、
字
赤

沼
、
字
下
川
原
、
字
下
ノ
内
、
字
二
ツ
堂
、
字

藤
川
原
、
字
菅
辻
、
字
竹
ノ
内
、
字
越
堀
、
字

仲
町
、
字
井
戸
尻
及
び
字
瀬
戸
原
の
区
域 

東
釜
子
の
区
域
の
う
ち
、
字
薄
久
保
、
字
秋

山
、
字
大
師
山
、
字
大
仙
山
、
字
陣
ヶ
平
、
字

川
田
、
字
龍
ヶ
窪
、
字
本
町
、
字
日
向
、
字
日

向
前
、
字
矢
越
山
、
字
森
ノ
前
、
字
早
稲
田
、

字
街
道
下
、
字
前
殿
山
、
字
新
金
堀
沢
、
字
殿

田
表
、
字
東
浦
、
字
九
舛
地
、
字
三
斗
蒔
、
字

中
田
、
字
北
町
、
字
熊
ノ
森
、
字
西
ノ
内
、
字

古
峯
ノ
内
、
字
釜
橋
、
字
曲
り
町
、
字
狐
内
及

び
字
枇
杷
山
の
区
域 

東
深
仁
井
田
の
区
域 

変

更

後
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4/14 

 

  
 

 
須
賀
川
市 

 

（
白
河
市
） 

 

Ａ
区
域 

 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及

び
近
隣
商
業
地
域 

二 

工
業
地
域
の
う
ち
、
下
宿
前
、
境
免
、
崩
免
、

上
人
坦
、
中
宿
及
び
柳
山
（
百
八
十
七
番
に
限

る
。）
の
区
域 

 

一 

工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
四
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。） 

二 

白
坂
の
区
域
の
う
ち
、
牛
清
水
（
十
五
番
、

九
十
六
番
一
、
九
十
六
番
六
、
九
十
八
番
一
、

九
十
八
番
三
、
九
十
八
番
五
、
百
番
一
、
百
二

番
二
、
百
三
番
一
、
百
三
番
三
、
百
四
番
一
、

百
四
番
三
か
ら
百
四
番
五
ま
で
、
百
五
番
一
、

百
五
番
三
及
び
百
五
番
六
並
び
に
六
十
五
番

一
（
十
五
番
一
、
百
四
番
一
及
び
百
四
番
三
か

ら
百
四
番
五
ま
で
に
挟
ま
れ
た
部
分
に
限

る
。）
に
限
る
。）
及
び
勝
多
石
（
一
番
、
二
番

及
び
三
番
一
に
限
る
。）
の
区
域 

大
暮
矢
見
山
の
区
域
の
う
ち
、
四
番
一
、
二

十
五
番
か
ら
二
十
七
番
ま
で
、
三
十
一
番
二
、

三
十
一
番
三
、
三
十
二
番
及
び
三
十
三
番
三
の

区
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
三

に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

二 

鶴
巻
山
、
飯
沢
、
飯
沢
山
、
六
反
山
、
弥
次

郎
窪
、
薄
葉
、
外
薄
葉
及
び
女
石
の
区
域
（
国

道
四
号
両
側
境
界
線
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
外
側
へ

百
メ
ー
ト
ル
の
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限

る
。） 金勝

寺
東
の
区
域
（
国
道
四
号
南
側
境
界
線

と
同
境
界
線
か
ら
南
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
線
に

挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

金
勝
寺
の
区
域
（
阿
武
隈
川
の
河
川
敷
の
区

域
を
除
い
た
区
域
で
あ
っ
て
、
国
道
四
号
両
側

境
界
線
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
外
側
へ
百
メ
ー
ト
ル

の
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

田
中
山
及
び
豊
地
（
上
弥
次
郎
及
び
弥
次
郎

に
限
る
。）
の
区
域
（
国
道
四
号
北
側
境
界
線

と
同
境
界
線
か
ら
北
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
線
に

挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

双
石
の
区
域
の
う
ち
、
形
見
坂
の
区
域
（
工

業
地
域
を
除
く
。）
及
び
新
形
見
坂
の
区
域 

関
辺
の
区
域
の
う
ち
、
川
前
、
松
並
、
上
谷

地
、
瀬
戸
、
郷
渡
、
新
郷
渡
、
中
道
上
、
中
道

下
、
前
林
、
下
林
、
八
幡
山
、
大
久
保
、
中
田
、

新
道
、
上
ノ
代
、
地
蔵
前
、
池
下
、
東
、
谷
中

及
び
油
久
保
の
区
域 

表
郷
小
松
の
区
域
の
う
ち
、
字
横
峰
、
字
隠

久
保
、
字
西
町
、
字
後
山
及
び
字
滝
の
平
の
区

域
並
び
に
字
大
岡
の
区
域
（
市
道
大
岡
横
峰
線

南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
県
道
高
萩
久
田

野
停
車
場
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限

る
。） 東上

野
出
島
の
区
域
の
う
ち
、
字
三
ツ
池
、

字
大
山
、
字
西
原
、
字
館
山
及
び
字
板
倉
前
の

区
域 東

下
野
出
島
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
久
保
、

字
髪
内
、
字
牛
田
、
字
揚
土
、
字
坂
本
、
字
石

舟
、
字
扇
田
、
字
蟹
沢
、
字
大
明
神
、
字
宇
井
、

字
阿
弥
陀
前
、
字
横
山
及
び
字
宮
川
の
区
域 

東
形
見
の
区
域 

変

更

前

 

須
賀
川
市 

 

（
白
河
市
） 

 

Ａ
区
域 

 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及

び
近
隣
商
業
地
域 

二 

工
業
地
域
の
う
ち
、
下
宿
前
、
境
免
、
崩
免
、

上
人
坦
、
中
宿
及
び
柳
山
（
百
八
十
七
番
に
限

る
。）
の
区
域 

 

一 

工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
四
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。） 

二 

白
坂
の
区
域
の
う
ち
、
牛
清
水
（
十
五
番
、

九
十
六
番
一
、
九
十
六
番
六
、
九
十
八
番
一
、

九
十
八
番
三
、
九
十
八
番
五
、
百
番
一
、
百
二

番
二
、
百
三
番
一
、
百
三
番
三
、
百
四
番
一
、

百
四
番
三
か
ら
百
四
番
五
ま
で
、
百
五
番
一
、

百
五
番
三
及
び
百
五
番
六
並
び
に
六
十
五
番

一
（
十
五
番
一
、
百
四
番
一
及
び
百
四
番
三
か

ら
百
四
番
五
ま
で
に
挟
ま
れ
た
部
分
に
限

る
。）
に
限
る
。）
及
び
勝
多
石
（
一
番
、
二
番

及
び
三
番
一
に
限
る
。）
の
区
域 

大
暮
矢
見
山
の
区
域
の
う
ち
、
四
番
一
、
二

十
五
番
か
ら
二
十
七
番
ま
で
、
三
十
一
番
二
、

三
十
一
番
三
、
三
十
二
番
及
び
三
十
三
番
三
の

区
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
三

に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

二 

鶴
巻
山
、
飯
沢
、
飯
沢
山
、
六
反
山
、
弥
次

郎
窪
、
薄
葉
、
外
薄
葉
及
び
女
石
の
区
域
（
国

道
四
号
両
側
境
界
線
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
外
側
へ

百
メ
ー
ト
ル
の
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限

る
。） 金勝

寺
東
の
区
域
（
国
道
四
号
南
側
境
界
線

と
同
境
界
線
か
ら
南
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
線
に

挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

金
勝
寺
の
区
域
（
阿
武
隈
川
の
河
川
敷
の
区

域
を
除
い
た
区
域
で
あ
っ
て
、
国
道
四
号
両
側

境
界
線
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
外
側
へ
百
メ
ー
ト
ル

の
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

田
中
山
及
び
豊
地
（
上
弥
次
郎
及
び
弥
次
郎

に
限
る
。）
の
区
域
（
国
道
四
号
北
側
境
界
線

と
同
境
界
線
か
ら
北
へ
百
メ
ー
ト
ル
の
線
に

挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

双
石
の
区
域
の
う
ち
、
形
見
坂
の
区
域
（
工

業
地
域
を
除
く
。）
及
び
新
形
見
坂
の
区
域 

関
辺
の
区
域
の
う
ち
、
川
前
、
松
並
、
上
谷

地
、
瀬
戸
、
郷
渡
、
新
郷
渡
、
中
道
上
、
中
道

下
、
前
林
、
下
林
、
八
幡
山
、
大
久
保
、
中
田
、

新
道
、
上
ノ
代
、
地
蔵
前
、
池
下
、
東
、
谷
中

及
び
油
久
保
の
区
域 

表
郷
小
松
の
区
域
の
う
ち
、
字
横
峰
、
字
隠

久
保
、
字
西
町
、
字
後
山
及
び
字
滝
の
平
の
区

域
並
び
に
字
大
岡
の
区
域
（
市
道
大
岡
横
峰
線

南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
県
道
高
萩
久
田

野
停
車
場
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限

る
。） 東上

野
出
島
の
区
域
の
う
ち
、
字
三
ツ
池
、

字
大
山
、
字
西
原
、
字
館
山
及
び
字
板
倉
前
の

区
域 東

下
野
出
島
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
久
保
、

字
髪
内
、
字
牛
田
、
字
揚
土
、
字
坂
本
、
字
石

舟
、
字
扇
田
、
字
蟹
沢
、
字
大
明
神
、
字
宇
井
、

字
阿
弥
陀
前
、
字
横
山
及
び
字
宮
川
の
区
域 

東
形
見
の
区
域 

変

更

後



平成２３年１０月２８日付け福島県告示第５０９号による特定悪臭物質規制の一部改正に係る新旧対象表 

5/14 

 

  
 

 
二
本
松
市 

相
馬
市 

 

喜
多
方
市 

須
賀
川
市 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

工
業
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

杉
田
三
丁
目
、
太
平
山
、
槻
木
、
新
座
、
東

裏
、
正
法
寺
町
、
藤
太
郎
内
、
中
里
、
原
田
、

高
西
、
不
動
、
八
万
舘
、
上
竹
二
丁
目
、
榎
戸

二
丁
目
、
北
ト
ロ
ミ
、
沖
一
丁
目
、
平
石
高
田

一
丁
目
、
平
石
高
田
二
丁
目
、
木
の
崎
、
諸
越

谷
、
安
達
ヶ
原
一
丁
目
か
ら
安
達
ヶ
原
三
丁
目

ま
で
、
安
達
ヶ
原
五
丁
目
、
安
達
ヶ
原
六
丁
目
、

三
合
内
、
丑
子
内
、
島
ノ
内
、
大
稲
場
、
神
明

石
、
竹
ノ
内
、
太
子
堂
、
西
光
内
、
矢
ノ
戸
、

上
蓬
田
、
石
畑
、
末
広
町
及
び
小
高
内
の
区
域

羽
石
及
び
成
田
日
向
の
区
域
（
第
一
種
住
居

地
域
及
び
第
二
種
住
居
地
域
を
除
く
。） 

下
ノ
内
、
下
平
、
赤
井
沢
、
平
石
高
田
三
丁

目
、
平
石
高
田
四
丁
目
、
鎧
摺
石
及
び
高
田
の

区
域
（
工
業
地
域
を
除
く
。） 

木
藤
次
郎
内
の
区
域
（
第
一
種
住
居
地
域
、

第
二
種
住
居
地
域
及
び
工
業
地
域
を
除
く
。） 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種

住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業

地
域 

一 

工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
二
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。）
及
び
工
業
専
用
地
域 

二 

五
月
雨
の
区
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

滑
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
西
山
（
九
番
の
二
、

九
番
の
三
、
十
一
番
、
十
二
番
の
一
、
十
三
番
、

十
四
番
の
一
か
ら
十
四
番
の
三
ま
で
、
十
五

番
、
十
六
番
の
一
か
ら
十
六
番
の
三
ま
で
、
十

七
番
の
一
か
ら
十
七
番
の
八
ま
で
、
十
八
番
の

一
か
ら
十
八
番
の
十
ま
で
、
十
九
番
、
二
十
番

の
一
か
ら
二
十
番
の
五
ま
で
、
二
十
一
番
、
二

十
二
番
の
一
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十

五
番
の
一
、
二
十
五
番
の
二
、
二
十
六
番
の
一
、

二
十
六
番
の
二
、
二
十
八
番
、
二
十
九
番
、
三

十
番
の
一
か
ら
三
十
番
の
三
ま
で
、
三
十
一
番

の
一
か
ら
三
十
一
番
の
四
ま
で
、
三
十
二
番
の

一
、
三
十
二
番
の
五
、
三
十
二
番
の
七
か
ら
三

十
二
番
の
十
七
ま
で
、
三
十
二
番
の
十
九
、
三

十
二
番
の
二
十
、
三
十
二
番
の
二
十
二
か
ら
三

十
二
番
の
二
十
五
ま
で
、
三
十
三
番
の
一
、
三

十
三
番
の
三
、
三
十
三
番
の
四
、
三
十
四
番
の

一
及
び
三
十
四
番
の
二
に
限
る
。）
の
区
域 

変

更

前

二
本
松
市 

相
馬
市 

 

喜
多
方
市 

須
賀
川
市 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

工
業
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

杉
田
三
丁
目
、
太
平
山
、
槻
木
、
新
座
、
東

裏
、
正
法
寺
町
、
藤
太
郎
内
、
中
里
、
原
田
、

高
西
、
不
動
、
八
万
舘
、
上
竹
二
丁
目
、
榎
戸

二
丁
目
、
北
ト
ロ
ミ
、
沖
一
丁
目
、
平
石
高
田

一
丁
目
、
平
石
高
田
二
丁
目
、
木
の
崎
、
諸
越

谷
、
安
達
ヶ
原
一
丁
目
か
ら
安
達
ヶ
原
三
丁
目

ま
で
、
安
達
ヶ
原
五
丁
目
、
安
達
ヶ
原
六
丁
目
、

三
合
内
、
丑
子
内
、
島
ノ
内
、
大
稲
場
、
神
明

石
、
竹
ノ
内
、
太
子
堂
、
西
光
内
、
矢
ノ
戸
、

上
蓬
田
、
石
畑
、
末
広
町
及
び
小
高
内
の
区
域 

羽
石
及
び
成
田
日
向
の
区
域
（
第
一
種
住
居

地
域
及
び
第
二
種
住
居
地
域
を
除
く
。） 

下
ノ
内
、
下
平
、
赤
井
沢
、
平
石
高
田
三
丁

目
、
平
石
高
田
四
丁
目
、
鎧
摺
石
及
び
高
田
の

区
域
（
工
業
地
域
を
除
く
。） 

木
藤
次
郎
内
の
区
域
（
第
一
種
住
居
地
域
、

第
二
種
住
居
地
域
及
び
工
業
地
域
を
除
く
。） 

米
沢
の
区
域
の
う
ち
、字
観
音
堂
の
区
域(

水

原
川
及
び
そ
の
河
川
敷
の
区
域
を
除
く
。)

及
び

字
原
向
（
六
十
九
番
地
、
七
十
番
地
一
、
七
十

一
番
地
一
、
七
十
四
番
地
一
、
七
十
四
番
地
三
、

七
十
四
番
地
四
、
七
十
五
番
地
一
、
七
十
六
番

地
、
七
十
七
番
地
、
八
十
二
番
地
、
八
十
三
番

地
、
百
五
十
一
番
地
及
び
百
五
十
二
番
地
に
限

る
。）
の
区
域 

 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種

住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業

地
域 

一 

工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
二
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。）
及
び
工
業
専
用
地
域 

二 

五
月
雨
の
区
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

滑
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
西
山
（
九
番
の
二
、

九
番
の
三
、
十
一
番
、
十
二
番
の
一
、
十
三
番
、

十
四
番
の
一
か
ら
十
四
番
の
三
ま
で
、
十
五

番
、
十
六
番
の
一
か
ら
十
六
番
の
三
ま
で
、
十

七
番
の
一
か
ら
十
七
番
の
八
ま
で
、
十
八
番
の

一
か
ら
十
八
番
の
十
ま
で
、
十
九
番
、
二
十
番

の
一
か
ら
二
十
番
の
五
ま
で
、
二
十
一
番
、
二

十
二
番
の
一
、
二
十
三
番
、
二
十
四
番
、
二
十

五
番
の
一
、
二
十
五
番
の
二
、
二
十
六
番
の
一
、

二
十
六
番
の
二
、
二
十
八
番
、
二
十
九
番
、
三

十
番
の
一
か
ら
三
十
番
の
三
ま
で
、
三
十
一
番

の
一
か
ら
三
十
一
番
の
四
ま
で
、
三
十
二
番
の

一
、
三
十
二
番
の
五
、
三
十
二
番
の
七
か
ら
三

十
二
番
の
十
七
ま
で
、
三
十
二
番
の
十
九
、
三

十
二
番
の
二
十
、
三
十
二
番
の
二
十
二
か
ら
三

十
二
番
の
二
十
五
ま
で
、
三
十
三
番
の
一
、
三

十
三
番
の
三
、
三
十
三
番
の
四
、
三
十
四
番
の

一
及
び
三
十
四
番
の
二
に
限
る
。）
の
区
域 

変

更

後
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本
宮
市 

伊
達
市 

南
相
馬
市 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
及
び
近

隣
商
業
地
域 

一 

工
業
地
域
の
う
ち
、
沓
形
、
干
供
田
、
舘
ノ

内
、
根
岸
、
久
根
妻
、
中
志
和
田
、
姥
ヶ
懐
、

坂
ノ
下
、
鍛
治
屋
川
、
坂
ノ
上
、
梨
子
木
町
、

宮
前
、
広
前
、
前
川
原
、
原
島
、
一
本
木
、
岡

沼
、
水
抜
、
雪
車
町
、
川
原
田
、
一
本
杉
、
塚

畑
、
荒
町
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

二 

工
業
専
用
地
域 

一 

商
業
地
域 

二 

準
工
業
地
域
の
う
ち
、
根
田
、
細
谷
、
沓
形
、

干
供
田
、
鶴
巻
、
扇
田
、
中
道
、
一
本
木
、
原

島
、
岡
前
、
前
川
原
、
中
畑
、
右
城
、
広
前
、

宮
前
、
坂
ノ
上
、
鍛
治
屋
川
、
坂
ノ
下
、
姥
ヶ

懐
、
姥
川
、
川
原
町
及
び
梁
川
町
の
区
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
の
う
ち
、
諏
訪

野
一
丁
目
、
諏
訪
野
二
丁
目
、
諏
訪
野
三
丁
目

及
び
梁
川
町
の
区
域 

二 

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
の
う
ち
、
上

台
、
柳
内
、
篭
田
、
高
田
、
六
角
、
沢
田
、
馬

場
口
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

三 

第
一
種
住
居
地
域
の
う
ち
、
長
川
原
、
川
原

町
、
諏
訪
前
、
菅
田
、
新
町
、
姥
川
、
屋
敷
間
、

田
町
、
鍛
治
屋
川
、
下
志
和
田
、
中
志
和
田
、

久
根
妻
、
南
堀
、
本
町
、
長
岡
、
右
城
、
片
町
、

広
前
、
梨
子
木
町
、
前
川
原
、
原
島
、
舘
ノ
内
、

北
後
、
中
畑
、
北
畑
、
岡
前
、
馬
場
口
、
鶴
田
、

根
岸
、
高
田
、
根
田
、
六
角
、
沢
田
、
細
谷
、

沓
形
、
干
供
田
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域

四 

第
二
種
住
居
地
域
の
う
ち
、
保
原
町
の
区
域

五 

近
隣
商
業
地
域
の
う
ち
、
片
町
、
本
町
、
右

城
、
長
岡
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
三
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。）
及
び
工
業
専
用
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
二

に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

二 

小
高
区
吉
名
字
西
飯
渕
の
区
域 

三 

原
町
区
雫
の
区
域
の
う
ち
、
字
権
現
下
の
区

域 

原
町
区
小
浜
の
区
域
の
う
ち
、
字
間
形
沢
及

び
字
狐
沢
の
区
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、

準
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

原
町
区
の
準
工
業
地
域
の
う
ち
、
錦
町
三
丁

目
、
旭
町
三
丁
目
、
旭
町
四
丁
目
、
二
見
町
二

丁
目
、
青
葉
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
橋

本
町
二
丁
目
、
北
原
（
字
大
塚
に
限
る
。）
及

び
牛
来
（
字
大
塚
に
限
る
。）
の
区
域 

三 

原
町
区
の
工
業
地
域
の
う
ち
、
小
川
町
、
桜

井
町
一
丁
目
及
び
青
葉
町
一
丁
目
の
区
域 

変

更

前

本
宮
市 

伊
達
市 

南
相
馬
市 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
及
び
近

隣
商
業
地
域 

一 

工
業
地
域
の
う
ち
、
沓
形
、
干
供
田
、
舘
ノ

内
、
根
岸
、
久
根
妻
、
中
志
和
田
、
姥
ヶ
懐
、

坂
ノ
下
、
鍛
治
屋
川
、
坂
ノ
上
、
梨
子
木
町
、

宮
前
、
広
前
、
前
川
原
、
原
島
、
一
本
木
、
岡

沼
、
水
抜
、
雪
車
町
、
川
原
田
、
一
本
杉
、
塚

畑
、
荒
町
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

二 

工
業
専
用
地
域 

一 

商
業
地
域 

二 

準
工
業
地
域
の
う
ち
、
根
田
、
細
谷
、
沓
形
、

干
供
田
、
鶴
巻
、
扇
田
、
中
道
、
一
本
木
、
原

島
、
岡
前
、
前
川
原
、
中
畑
、
右
城
、
広
前
、

宮
前
、
坂
ノ
上
、
鍛
治
屋
川
、
坂
ノ
下
、
姥
ヶ

懐
、
姥
川
、
川
原
町
及
び
梁
川
町
の
区
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
の
う
ち
、
諏
訪

野
一
丁
目
、
諏
訪
野
二
丁
目
、
諏
訪
野
三
丁
目

及
び
梁
川
町
の
区
域 

二 

第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
の
う
ち
、
上

台
、
柳
内
、
篭
田
、
高
田
、
六
角
、
沢
田
、
馬

場
口
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

三 

第
一
種
住
居
地
域
の
う
ち
、
長
川
原
、
川
原

町
、
諏
訪
前
、
菅
田
、
新
町
、
姥
川
、
屋
敷
間
、

田
町
、
鍛
治
屋
川
、
下
志
和
田
、
中
志
和
田
、

久
根
妻
、
南
堀
、
本
町
、
長
岡
、
右
城
、
片
町
、

広
前
、
梨
子
木
町
、
前
川
原
、
原
島
、
舘
ノ
内
、

北
後
、
中
畑
、
北
畑
、
岡
前
、
馬
場
口
、
鶴
田
、

根
岸
、
高
田
、
根
田
、
六
角
、
沢
田
、
細
谷
、

沓
形
、
干
供
田
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

四 

第
二
種
住
居
地
域
の
う
ち
、
保
原
町
の
区
域 

五 

近
隣
商
業
地
域
の
う
ち
、
片
町
、
本
町
、
右

城
、
長
岡
、
梁
川
町
及
び
保
原
町
の
区
域 

工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
三
に
掲
げ
る
区
域
を

除
く
。）
及
び
工
業
専
用
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域
（
Ａ
区
域
の
二

に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

二 

小
高
区
吉
名
字
西
飯
渕
の
区
域 

三 

原
町
区
雫
の
区
域
の
う
ち
、
字
権
現
下
の
区

域 

原
町
区
小
浜
の
区
域
の
う
ち
、
字
間
形
沢
及

び
字
狐
沢
の
区
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
、

準
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

原
町
区
の
準
工
業
地
域
の
う
ち
、
錦
町
三
丁

目
、
旭
町
三
丁
目
、
旭
町
四
丁
目
、
二
見
町
二

丁
目
、
青
葉
町
一
丁
目
か
ら
三
丁
目
ま
で
、
橋

本
町
二
丁
目
、
北
原
（
字
大
塚
に
限
る
。）
及

び
牛
来
（
字
大
塚
に
限
る
。）
の
区
域 

三 

原
町
区
の
工
業
地
域
の
う
ち
、
小
川
町
、
桜

井
町
一
丁
目
及
び
青
葉
町
一
丁
目
の
区
域 

変

更

後
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伊
達
郡
川

俣
町 

伊
達
郡
国

見
町 

伊
達
郡
桑

折
町 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

工
業
地
域 

一 

商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
及
び
用
途
地
域
以

外
の
都
市
計
画
区
域 

二 

大
字
羽
田
、
大
字
秋
山
及
び
山
木
屋
の
区
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域 

一 

準
工
業
地
域 

二 

藤
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
北
沖
、
字
鶉
町
一

か
ら
字
鶉
町
四
ま
で
及
び
字
三
本
木
一
の
区

域 

徳
江
の
区
域
の
う
ち
、
字
原
、
字
番
匠
田
、

字
久
保
田
及
び
字
熊
野
の
区
域 

大
木
戸
の
区
域
の
う
ち
、
字
遠
光
原
、
字
遠

光
原
山
、
字
手
代
田
、
字
熊
久
根
、
字
孝
徳
、

字
五
反
田
、
字
正
光
寺
、
字
大
光
寺
、
字
久
保
、

字
沖
田
、
字
舘
、
字
前
、
字
西
原
、
字
中
ノ
作
、

字
馬
捨
、
字
耕
ノ
内
、
字
大
久
保
、
字
段
ノ
越
、

字
赤
穂
、
字
中
穂
、
字
高
橋
、
字
大
橋
及
び
字

馬
場
の
区
域 

石
母
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
国
見
山
中
、
字

国
見
山
下
、
字
国
見
前
、
字
国
見
、
字
笠
松
、

字
弁
天
沢
、
字
薬
師
堂
、
字
深
田
、
字
芳
田
、

字
西
舘
、
字
餅
田
、
字
築
山
、
字
舘
ノ
内
、
字

荒
町
、
字
樋
口
、
字
岩
窪
、
字
上
ノ
山
、
字
四

斗
蒔
、
字
榎
下
、
字
台
、
字
上
原
、
字
下
原
、

字
芹
沢
、
字
駒
場
、
字
唐
松
、
字
中
ノ
内
及
び

字
肱
曲
の
区
域 

内
谷
の
区
域
の
う
ち
、
字
花
舘
、
字
清
上
、

字
矢
木
沢
二
、
字
三
ツ
森
、
字
東
脇
、
字
東
、

字
場
佐
内
、
字
東
前
及
び
字
柿
木
堰
の
区
域 

鳥
取
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
ノ
町
、
字
猿
角

田
、
字
皀
莢
沢
、
字
葭
原
、
字
中
島
、
字
米
田
、

字
高
瀬
、
字
高
瀬
前
、
字
高
瀬
前
道
下
及
び
字

沢
田
の
区
域 

小
坂
の
区
域
の
う
ち
、
字
小
屋
舘
一
、
字
小

屋
舘
二
、
字
寺
家
、
字
中
川
原
、
字
宮
五
郎
内
、

字
上
前
田
、
字
ミ
ツ
ヤ
及
び
字
古
内
の
区
域 

泉
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
三
ツ
谷
、
字
石
渡

及
び
字
源
女
の
区
域 

山
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
上
川
前
、
字
中
川

前
、
字
下
川
前
、
字
荒
沢
、
字
後
柳
、
字
火
渡
、

字
西
畑
、
字
舘
及
び
字
稲
荷
林
の
区
域 

一 
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

光
明
寺
の
区
域
の
う
ち
、
字
鹿
野
山
、
字
鹿

野
、
字
入
、
字
沼
、
字
沢
端
、
字
土
井
、
字
蔵

ノ
内
、
字
志
久
、
字
桜
町
、
字
浜
井
場
、
字
車
、

字
滝
ノ
下
、
字
山
岸
、
字
沖
及
び
字
滝
沢
の
区

域 

貝
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
寺
脇
、
字
切
内
、

字
町
裏
、
字
町
後
、
字
百
枚
大
沢
、
字
鍛
治
、

字
山
ノ
神
前
、
字
石
畑
、
字
日
照
田
、
字
熊
坂
、

字
立
久
根
、
字
姥
神
及
び
字
堂
ノ
上
の
区
域 

高
城
の
区
域
の
う
ち
、
字
前
、
字
旗
鉾
、
字

古
屋
敷
、
字
下
家
老
及
び
字
原
の
区
域 

大
木
戸
の
区
域
の
う
ち
、
字
海
道
上
及
び
字

六
角
の
区
域 

工
業
地
域 

準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

変

更

前

伊
達
郡
川

俣
町 

伊
達
郡
国

見
町 

伊
達
郡
桑

折
町 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

工
業
地
域 

一 

商
業
地
域
、
準
工
業
地
域
及
び
用
途
地
域
以

外
の
都
市
計
画
区
域 

二 

大
字
羽
田
、
大
字
秋
山
及
び
山
木
屋
の
区
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域 

一 

準
工
業
地
域 

二 

藤
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
北
沖
、
字
鶉
町
一

か
ら
字
鶉
町
四
ま
で
及
び
字
三
本
木
一
の
区

域 

徳
江
の
区
域
の
う
ち
、
字
原
、
字
番
匠
田
、

字
久
保
田
及
び
字
熊
野
の
区
域 

大
木
戸
の
区
域
の
う
ち
、
字
遠
光
原
、
字
遠

光
原
山
、
字
手
代
田
、
字
熊
久
根
、
字
孝
徳
、

字
五
反
田
、
字
正
光
寺
、
字
大
光
寺
、
字
久
保
、

字
沖
田
、
字
舘
、
字
前
、
字
西
原
、
字
中
ノ
作
、

字
馬
捨
、
字
耕
ノ
内
、
字
大
久
保
、
字
段
ノ
越
、

字
赤
穂
、
字
中
穂
、
字
高
橋
、
字
大
橋
及
び
字

馬
場
の
区
域 

石
母
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
国
見
山
中
、
字

国
見
山
下
、
字
国
見
前
、
字
国
見
、
字
笠
松
、

字
弁
天
沢
、
字
薬
師
堂
、
字
深
田
、
字
芳
田
、

字
西
舘
、
字
餅
田
、
字
築
山
、
字
舘
ノ
内
、
字

荒
町
、
字
樋
口
、
字
岩
窪
、
字
上
ノ
山
、
字
四

斗
蒔
、
字
榎
下
、
字
台
、
字
上
原
、
字
下
原
、

字
芹
沢
、
字
駒
場
、
字
唐
松
、
字
中
ノ
内
及
び

字
肱
曲
の
区
域 

内
谷
の
区
域
の
う
ち
、
字
花
舘
、
字
清
上
、

字
矢
木
沢
二
、
字
三
ツ
森
、
字
東
脇
、
字
東
、

字
場
佐
内
、
字
東
前
及
び
字
柿
木
堰
の
区
域 

鳥
取
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
ノ
町
、
字
猿
角

田
、
字
皀
莢
沢
、
字
葭
原
、
字
中
島
、
字
米
田
、

字
高
瀬
、
字
高
瀬
前
、
字
高
瀬
前
道
下
及
び
字

沢
田
の
区
域 

小
坂
の
区
域
の
う
ち
、
字
小
屋
舘
一
、
字
小

屋
舘
二
、
字
寺
家
、
字
中
川
原
、
字
宮
五
郎
内
、

字
上
前
田
、
字
ミ
ツ
ヤ
及
び
字
古
内
の
区
域 

泉
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
三
ツ
谷
、
字
石
渡

及
び
字
源
女
の
区
域 

山
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
上
川
前
、
字
中
川

前
、
字
下
川
前
、
字
荒
沢
、
字
後
柳
、
字
火
渡
、

字
西
畑
、
字
舘
及
び
字
稲
荷
林
の
区
域 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

光
明
寺
の
区
域
の
う
ち
、
字
鹿
野
山
、
字
鹿

野
、
字
入
、
字
沼
、
字
沢
端
、
字
土
井
、
字
蔵

ノ
内
、
字
志
久
、
字
桜
町
、
字
浜
井
場
、
字
車
、

字
滝
ノ
下
、
字
山
岸
、
字
沖
及
び
字
滝
沢
の
区

域 

貝
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
寺
脇
、
字
切
内
、

字
町
裏
、
字
町
後
、
字
百
枚
大
沢
、
字
鍛
治
、

字
山
ノ
神
前
、
字
石
畑
、
字
日
照
田
、
字
熊
坂
、

字
立
久
根
、
字
姥
神
及
び
字
堂
ノ
上
の
区
域 

高
城
の
区
域
の
う
ち
、
字
前
、
字
旗
鉾
、
字

古
屋
敷
、
字
下
家
老
及
び
字
原
の
区
域 

大
木
戸
の
区
域
の
う
ち
、
字
海
道
上
及
び
字

六
角
の
区
域 

工
業
地
域 

準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

変

更

後
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西
白
河
郡 

泉
崎
村 

西
白
河
郡 

西
郷
村 

大
沼
郡
会

津
美
里
町 

河
沼
郡
会

津
坂
下
町 

岩
瀬
郡
鏡

石
町 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

大
字
太
田
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
小
林
、
字

二
ツ
堂
（
村
道
二
ツ
堂
線
西
側
境
界
線
以
西
の

区
域
に
限
る
。）、
字
岩
崎
、
字
風
呂
裏
、
字
上

丁
（
東
北
縦
貫
自
動
車
道
東
側
境
界
線
以
東
の

区
域
に
限
る
。）、
字
岩
崎
前
（
村
道
太
田
川
小

田
川
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）

及
び
字
居
平
の
区
域 

大
字
踏
瀬
の
区
域
の
う
ち
、
字
踏
瀬
、
字
町

頭
、
字
池
ノ
入
山
（
国
道
四
号
東
側
境
界
線
以

東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
町
尻
、
字
東
町
尻
、

字
四
ツ
屋
前
、
字
新
池
下
、
字
三
ツ
屋
前
、
字

大
山
、
字
後
原
、
字
熊
野
森
、
字
町
浦
、
字
長

峰
（
村
道
踏
瀬
長
峰
松
倉
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
に
限
る
。）
字
赤
沢
山
（
一
番
、
四
番

の
七
、
四
番
の
九
、
四
番
の
二
十
五
及
び
四
番

の
五
十
四
に
限
る
。）、
字
火
打
池
（
三
十
番
に

限
る
。）
及
び
字
赤
沢
（
一
番
の
四
、
一
番
の

十
一
、
一
番
の
十
二
及
び
一
番
の
十
六
に
限

る
。）
の
区
域 

 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
住
居
地
域
及
び
第
二
種
住
居
地
域 

工
業
地
域 

準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

準
工
業
地
域 

 
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地
域
及
び

近
隣
商
業
地
域 

変

更

前

西
白
河
郡 

泉
崎
村 

西
白
河
郡 

西
郷
村 

大
沼
郡
会

津
美
里
町 

河
沼
郡
会

津
坂
下
町 

岩
瀬
郡
鏡

石
町 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

大
字
太
田
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
小
林
、
字

二
ツ
堂
（
村
道
二
ツ
堂
線
西
側
境
界
線
以
西
の

区
域
に
限
る
。）、
字
岩
崎
、
字
風
呂
裏
、
字
上

丁
（
東
北
縦
貫
自
動
車
道
東
側
境
界
線
以
東
の

区
域
に
限
る
。）、
字
岩
崎
前
（
村
道
太
田
川
小

田
川
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）

及
び
字
居
平
の
区
域 

大
字
踏
瀬
の
区
域
の
う
ち
、
字
踏
瀬
、
字
町

頭
、
字
池
ノ
入
山
（
国
道
四
号
東
側
境
界
線
以

東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
町
尻
、
字
東
町
尻
、

字
四
ツ
屋
前
、
字
新
池
下
、
字
三
ツ
屋
前
、
字

大
山
、
字
後
原
、
字
熊
野
森
、
字
町
浦
、
字
長

峰
（
村
道
踏
瀬
長
峰
松
倉
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
に
限
る
。）
字
赤
沢
山
（
一
番
、
四
番

の
七
、
四
番
の
九
、
四
番
の
二
十
五
及
び
四
番

の
五
十
四
に
限
る
。）、
字
火
打
池
（
三
十
番
に

限
る
。）
及
び
字
赤
沢
（
一
番
の
四
、
一
番
の

十
一
、
一
番
の
十
二
及
び
一
番
の
十
六
に
限

る
。）
の
区
域 

 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
住
居
地
域
及
び
第
二
種
住
居
地
域 

工
業
地
域 

準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

一 

準
工
業
地
域 

二 

高
久
田
、
緑
町
、
旭
町
、
東
町
、
笠
石 

及
び
中
町
の
区
域
（
市
街
化
調
整
区
域
に
限

る
。） 南高

久
田
の
区
域
（
町
道
鏡
田
五
十
八
号

線
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
町
道
鏡
田
五
十
六

号
線
境
界
線
及
び
町
道
鏡
田
四
百
九
十
九
号

線
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。） 

池
ノ
原
の
区
域
（
町
道
鏡
田
四
百
九
十
九

号
線
境
界
線
及
び
町
道
鏡
田
四
百
八
十
七
号

線
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。） 

笠
石
原
町
の
区
域
（
町
道
笠
石
二
百
二
十

七
号
線
境
界
線
以
西
で
あ
っ
て
町
道
笠
石
二

百
二
十
六
号
線
境
界
線
以
北
か
つ
町
道
久
来

石
行
方
蓮
池
西
線
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限

る
。） 羽鳥

の
区
域
（
市
街
化
調
整
区
域
か
つ
県

道
成
田
鏡
田
線
境
界
線
以
北
で
あ
っ
て
町
道

笠
石
二
百
五
十
六
号
線
境
界
線
以
西
の
区
域

に
限
る
。） 

五
斗
蒔
町
の
区
域
（
町
道
鏡
田
仁
井
田
線
境

界
以
南
の
区
域
に
限
る
。） 

一 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中

高
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居

専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
準
住
居
地

域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

二 

鏡
沼
、
本
町
及
び
岡
ノ
内
の
区
域
（
市
街

化
調
整
区
域
に
限
る
。） 

 

変

更

後
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（
泉
崎
村
） 

（
Ａ
区
域
） 

大
字
泉
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
根
岸
、
字
下

根
岸
、
字
狐
山
（
村
道
下
宿
弥
栄
線
北
側
境
界

線
以
北
で
あ
っ
て
村
道
狐
山
長
峰
線
東
側
境

界
線
以
東
で
あ
り
、
か
つ
、
村
道
狐
山
中
線
西

側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
日
渡

山
、
字
天
王
山
、
字
次
部
田
（
一
番
及
び
二
番

に
限
る
。）、
字
桎
内
、
字
一
枚
橋
（
村
道
桎
内

踏
切
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、

字
桎
内
裏
山
（
五
番
及
び
三
十
四
番
の
一
に
限

る
。）、
字
外
ノ
入
、
字
寺
前
（
村
道
新
宿
大
和

田
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、
字

新
宿
、
字
山
ヶ
入
、
字
雷
（
県
道
塙
泉
崎
線
北

側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、
字
舘
、
字

下
宿
、
字
行
屋
、
字
古
宿
（
県
道
塙
泉
崎
線
東

側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
小
林
、

字
高
屋
原
、
字
寄
井
前
、
字
寄
井
、
字
梅
木
平
、

字
高
屋
、
字
川
畑
、
字
証
古
、
字
白
石
山
、
字

横
穴
下
（
県
道
泉
崎
石
川
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
に
限
る
。）、
字
下
陣
場
（
一
番
の
一
か

ら
一
番
の
四
ま
で
、
二
番
の
一
、
二
番
の
二
、

二
番
の
五
、
二
番
の
十
三
か
ら
二
番
の
十
八
ま

で
、
五
番
の
一
及
び
六
番
の
一
に
限
る
。）、
字

上
陣
場
（
十
四
番
か
ら
十
八
番
ま
で
、
二
十
一

番
、
二
十
二
番
の
一
及
び
二
十
三
番
の
一
に
限

る
。）、
字
笹
立
山
（
村
道
笹
立
山
桎
内
線
南
側

境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
八
斗
蒔
、

字
神
田
、
字
富
久
保
、
字
向
宿
、
字
八
丸
、
字

谷
地
久
保
、
字
都
橋
山
、
字
富
久
保
前
（
一
番

三
十
八
か
ら
一
番
の
四
十
ま
で
及
び
三
十
五

番
の
二
か
ら
三
十
五
番
の
六
ま
で
に
限
る
。）、

字
小
林
山
（
県
道
塙
泉
崎
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
に
限
る
。）、
字
上
長
峰
（
村
道
踏
瀬
長

峰
松
倉
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限

る
。）、
字
下
長
峰
（
村
道
踏
瀬
長
峰
松
倉
線
北

側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、
字
愛
宕
山

（
村
道
愛
宕
山
下
長
峰
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
及
び
村
道
下
宿
弥
栄
線
東
側
境
界
線

以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
内
屋
敷
、
字
前
畑
、

字
日
向
山
（
村
道
踏
瀬
長
峰
松
倉
線
及
び
村
道

日
向
山
南
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限

る
。）、
字
大
小
踏
切
、
字
別
所
、
字
休
場
山
（
村

道
日
渡
山
鶴
番
小
屋
線
北
側
境
界
線
以
北
の

区
域
に
限
る
。）、
字
十
軒
前
（
村
道
根
岸
大
小

踏
切
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、

字
鶴
番
小
屋
（
村
道
日
渡
山
鶴
番
小
屋
線
北
側

境
界
線
以
北
で
あ
っ
て
村
道
根
岸
大
小
踏
切

線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
桎

内
山
及
び
字
中
ノ
内
の
区
域 

大
字
北
平
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
都
橋
、
字

高
柳
、
字
堂
ノ
下
（
村
道
高
柳
堂
ノ
下
線
南
側

境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
堂
ノ
上

（
県
道
塙
泉
崎
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域

に
限
る
。）、
字
道
下
前
、
字
新
田
、
字
太
郎
峯
、

字
新
田
東
山
（
三
十
八
番
の
三
か
ら
三
十
八
番

の
十
三
ま
で
、
四
十
六
番
の
一
か
ら
四
十
六
番

の
三
ま
で
、
四
十
六
番
の
五
、
四
十
六
番
の
七

か
ら
四
十
六
番
の
十
四
ま
で
、
四
十
七
番
の

一
、
四
十
七
番
の
二
、
四
十
七
番
の
四
か
ら
四

十
七
番
の
十
ま
で
、
四
十
八
番
の
二
、
四
十
八

番
の
四
か
ら
四
十
八
番
の
八
ま
で
及
び
四
十

八
番
の
十
一
か
ら
四
十
八
番
の
十
四
ま
で
に

限
る
。）、
字
滝
田
下
、
字
寺
後
、
字
薬
師
堂
、

字
庚
申
山
、
字
古
内
、
字
下
ノ
前
、
字
山
寺
、

字
古
寺
、
字
越
田
（
村
道
新
田
山
寺
線
東
側
境

界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
新
田
原
（
村

道
新
田
矢
吹
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
に

限
る
。）、
字
中
島
（
村
道
新
田
矢
吹
線
東
側
境

界
線
以
東
の
区
域
及
び
村
道
堂
ノ
下
新
田
線

西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
竹
ノ

内
、
字
観
音
山
、
字
前
屋
敷
、
字
ネ
ギ
内
、
字

前
山
、
字
下
原
（
村
道
桎
内
如
信
沢
線
南
側
境

界
線
以
南
で
あ
っ
て
村
道
下
町
尻
下
原
線
東

側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）
及
び
字
行

方
地
の
区
域 

大
字
関
和
久
の
区
域
の
う
ち
、
字
八
雲
神

社
、
字
上
町
、
字
雷
神
山
、
字
愛
宕
町
、
字
瀬

知
房
、
字
瀬
知
房
後
、
字
下
原
、
字
漆
久
保
、

字
富
内
、
字
庭
渡
神
社
（
村
道
瀬
知
房
後
庭
渡

神
社
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、

字
下
町
、
字
古
寺
、
字
上
野
舘
（
村
道
上
野
舘

中
島
線
南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
村
道
上

野
舘
中
宿
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
及
び

県
道
塙
泉
崎
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に

限
る
。）、
字
烏
川
（
村
道
上
野
舘
中
島
線
南
側

変

更

前

（
泉
崎
村
） 

（
Ａ
区
域
） 

大
字
泉
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
根
岸
、
字
下

根
岸
、
字
狐
山
（
村
道
下
宿
弥
栄
線
北
側
境
界

線
以
北
で
あ
っ
て
村
道
狐
山
長
峰
線
東
側
境

界
線
以
東
で
あ
り
、
か
つ
、
村
道
狐
山
中
線
西

側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
日
渡

山
、
字
天
王
山
、
字
次
部
田
（
一
番
及
び
二
番

に
限
る
。）、
字
桎
内
、
字
一
枚
橋
（
村
道
桎
内

踏
切
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、

字
桎
内
裏
山
（
五
番
及
び
三
十
四
番
の
一
に
限

る
。）、
字
外
ノ
入
、
字
寺
前
（
村
道
新
宿
大
和

田
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、
字

新
宿
、
字
山
ヶ
入
、
字
雷
（
県
道
塙
泉
崎
線
北

側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、
字
舘
、
字

下
宿
、
字
行
屋
、
字
古
宿
（
県
道
塙
泉
崎
線
東

側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
小
林
、

字
高
屋
原
、
字
寄
井
前
、
字
寄
井
、
字
梅
木
平
、

字
高
屋
、
字
川
畑
、
字
証
古
、
字
白
石
山
、
字

横
穴
下
（
県
道
泉
崎
石
川
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
に
限
る
。）、
字
下
陣
場
（
一
番
の
一
か

ら
一
番
の
四
ま
で
、
二
番
の
一
、
二
番
の
二
、

二
番
の
五
、
二
番
の
十
三
か
ら
二
番
の
十
八
ま

で
、
五
番
の
一
及
び
六
番
の
一
に
限
る
。）、
字

上
陣
場
（
十
四
番
か
ら
十
八
番
ま
で
、
二
十
一

番
、
二
十
二
番
の
一
及
び
二
十
三
番
の
一
に
限

る
。）、
字
笹
立
山
（
村
道
笹
立
山
桎
内
線
南
側

境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
八
斗
蒔
、

字
神
田
、
字
富
久
保
、
字
向
宿
、
字
八
丸
、
字

谷
地
久
保
、
字
都
橋
山
、
字
富
久
保
前
（
一
番

三
十
八
か
ら
一
番
の
四
十
ま
で
及
び
三
十
五

番
の
二
か
ら
三
十
五
番
の
六
ま
で
に
限
る
。）、

字
小
林
山
（
県
道
塙
泉
崎
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
に
限
る
。）、
字
上
長
峰
（
村
道
踏
瀬
長

峰
松
倉
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限

る
。）、
字
下
長
峰
（
村
道
踏
瀬
長
峰
松
倉
線
北

側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、
字
愛
宕
山

（
村
道
愛
宕
山
下
長
峰
線
北
側
境
界
線
以
北

の
区
域
及
び
村
道
下
宿
弥
栄
線
東
側
境
界
線

以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
内
屋
敷
、
字
前
畑
、

字
日
向
山
（
村
道
踏
瀬
長
峰
松
倉
線
及
び
村
道

日
向
山
南
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限

る
。）、
字
大
小
踏
切
、
字
別
所
、
字
休
場
山
（
村

道
日
渡
山
鶴
番
小
屋
線
北
側
境
界
線
以
北
の

区
域
に
限
る
。）、
字
十
軒
前
（
村
道
根
岸
大
小

踏
切
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、

字
鶴
番
小
屋
（
村
道
日
渡
山
鶴
番
小
屋
線
北
側

境
界
線
以
北
で
あ
っ
て
村
道
根
岸
大
小
踏
切

線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
桎

内
山
及
び
字
中
ノ
内
の
区
域 

大
字
北
平
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
都
橋
、
字

高
柳
、
字
堂
ノ
下
（
村
道
高
柳
堂
ノ
下
線
南
側

境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
堂
ノ
上

（
県
道
塙
泉
崎
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域

に
限
る
。）、
字
道
下
前
、
字
新
田
、
字
太
郎
峯
、

字
新
田
東
山
（
三
十
八
番
の
三
か
ら
三
十
八
番

の
十
三
ま
で
、
四
十
六
番
の
一
か
ら
四
十
六
番

の
三
ま
で
、
四
十
六
番
の
五
、
四
十
六
番
の
七

か
ら
四
十
六
番
の
十
四
ま
で
、
四
十
七
番
の

一
、
四
十
七
番
の
二
、
四
十
七
番
の
四
か
ら
四

十
七
番
の
十
ま
で
、
四
十
八
番
の
二
、
四
十
八

番
の
四
か
ら
四
十
八
番
の
八
ま
で
及
び
四
十

八
番
の
十
一
か
ら
四
十
八
番
の
十
四
ま
で
に

限
る
。）、
字
滝
田
下
、
字
寺
後
、
字
薬
師
堂
、

字
庚
申
山
、
字
古
内
、
字
下
ノ
前
、
字
山
寺
、

字
古
寺
、
字
越
田
（
村
道
新
田
山
寺
線
東
側
境

界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
新
田
原
（
村

道
新
田
矢
吹
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
に

限
る
。）、
字
中
島
（
村
道
新
田
矢
吹
線
東
側
境

界
線
以
東
の
区
域
及
び
村
道
堂
ノ
下
新
田
線

西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
竹
ノ

内
、
字
観
音
山
、
字
前
屋
敷
、
字
ネ
ギ
内
、
字

前
山
、
字
下
原
（
村
道
桎
内
如
信
沢
線
南
側
境

界
線
以
南
で
あ
っ
て
村
道
下
町
尻
下
原
線
東

側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）
及
び
字
行

方
地
の
区
域 

大
字
関
和
久
の
区
域
の
う
ち
、
字
八
雲
神

社
、
字
上
町
、
字
雷
神
山
、
字
愛
宕
町
、
字
瀬

知
房
、
字
瀬
知
房
後
、
字
下
原
、
字
漆
久
保
、

字
富
内
、
字
庭
渡
神
社
（
村
道
瀬
知
房
後
庭
渡

神
社
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に
限
る
。）、

字
下
町
、
字
古
寺
、
字
上
野
舘
（
村
道
上
野
舘

中
島
線
南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
村
道
上

野
舘
中
宿
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
及
び

県
道
塙
泉
崎
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に

限
る
。）、
字
烏
川
（
村
道
上
野
舘
中
島
線
南
側 

変

更

後
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西
白
河
郡 

矢
吹
町 

（
泉
崎
村
） 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

 

（
Ａ
区
域
） 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

大
字
太
田
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
原
山
（
村

道
踏
瀬
太
田
川
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域

に
限
る
。）、
字
四
ツ
屋
前
、
字
坂
ノ
合
（
村
道

踏
瀬
太
田
川
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。）、
字
二
ツ
坂
（
村
道
踏
瀬
太
田
川
線
南

側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
菖
蒲
沢

及
び
字
前
谷
地
の
区
域 

大
字
踏
瀬
の
区
域
の
う
ち
、
字
池
ノ
入
山

（
東
北
縦
貫
自
動
車
道
南
側
境
界
線
以
南
で

あ
っ
て
国
道
四
号
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域

に
限
る
。）
及
び
池
ノ
入
の
区
域 

大
字
泉
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
核
工
業
団

地
、
字
八
ヶ
代
山
、
字
八
ヶ
代
（
六
十
四
番
の

二
、
六
十
四
番
の
三
、
六
十
五
番
、
百
十
九
番

及
び
百
二
十
番
に
限
る
。）、
字
上
狐
山
（
村
道

上
長
峰
上
狐
山
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域

に
限
る
。）、
字
坊
頭
窪
、
字
根
岸
裏
山
、
字
山

神
山
、
字
山
崎
山
、
字
山
崎
、
字
下
夏
針
、
字

十
八
夜
、
字
十
八
夜
山
、
字
大
山
、
字
四
ツ
屋

前
及
び
字
離
山
（
二
番
の
一
、
二
番
の
二
、
三

番
の
二
、
三
番
の
五
か
ら
三
番
の
七
ま
で
、
四

番
の
一
、
四
番
の
三
、
四
番
の
五
、
四
番
の
八
、

五
番
の
二
、
六
番
の
三
、
六
番
の
四
、
二
十
四

番
、
二
十
五
番
の
一
、
二
十
五
番
の
四
、
二
十

五
番
の
六
、
二
十
六
番
の
二
か
ら
二
十
六
番
の

四
ま
で
、
二
十
七
番
、
二
十
八
番
の
一
、
三
十

五
番
か
ら
三
十
七
番
ま
で
、
三
十
七
番
の
三
、

三
十
八
番
、
三
十
九
番
の
一
か
ら
三
十
九
番
の

三
ま
で
、
四
十
番
、
四
十
番
の
一
、
四
十
番
の

三
及
び
四
十
番
の
四
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
関
和
久
の
区
域
の
う
ち
、
字
石
名
田
、

字
愛
敬
山
、
字
石
名
沢
山
、
字
如
信
沢
（
村
道

上
野
舘
中
島
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。）
及
び
字
松
ヶ
沢
（
村
道
石
名
田
松
ヶ

沢
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）
の

区
域 

境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
豊
田
（
村

道
瀬
知
房
後
下
城
内
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区

域
に
限
る
。）、
字
下
城
内
（
村
道
瀬
知
房
後
下

城
内
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、

字
豊
内
（
村
道
下
城
内
新
六
線
西
側
境
界
線
以

西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
新
六
、
字
如
信
沢
（
村

道
上
野
舘
中
島
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に

限
る
。）、
字
松
ヶ
沢
（
村
道
石
名
田
松
ヶ
沢
線

東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
景
ノ

原
（
村
道
桎
内
如
信
沢
線
南
側
境
界
線
以
南
の

区
域
に
限
る
。）、
字
中
宿
（
県
道
塙
泉
崎
線
西

側
境
界
線
以
西
の
区
域
及
び
村
道
中
宿
武
具
田

線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
明

地
（
村
道
切
立
屋
中
線
北
側
境
界
線
以
北
で
あ

っ
て
村
道
中
宿
武
具
田
線
西
側
境
界
線
以
西
の

区
域
に
限
る
。）、
字
関
和
神
社
及
び
字
切
立
（
四

十
五
番
の
一
、
四
十
六
番
か
ら
四
十
八
番
ま
で
、

四
十
九
番
の
一
、
四
十
九
番
の
二
及
び
五
十
番

に
限
る
。）
の
区
域 

 

変

更

前

東
白
川
郡 

塙
町 

西
白
河
郡 

矢
吹
町 

（
泉
崎
村
） 

Ｂ
区
域 

Ｃ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

 

（
Ａ
区
域
） 

大
字
常
世
中
野
、
大
字
常
世
北
野
、
大
字
中

塚
、
大
字
板
庭
及
び
大
字
竹
之
内
の
区
域 

大
字
川
上
の
区
域
（
字
東
平
（
一
番
一
か
ら

一
番
五
ま
で
に
限
る
。）
の
区
域
を
除
く
。） 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域

及
び
近
隣
商
業
地
域 

大
字
太
田
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
原
山
（
村

道
踏
瀬
太
田
川
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域

に
限
る
。）、
字
四
ツ
屋
前
、
字
坂
ノ
合
（
村
道

踏
瀬
太
田
川
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。）、
字
二
ツ
坂
（
村
道
踏
瀬
太
田
川
線
南

側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
菖
蒲
沢

及
び
字
前
谷
地
の
区
域 

大
字
踏
瀬
の
区
域
の
う
ち
、
字
池
ノ
入
山

（
東
北
縦
貫
自
動
車
道
南
側
境
界
線
以
南
で

あ
っ
て
国
道
四
号
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域

に
限
る
。）
及
び
池
ノ
入
の
区
域 

大
字
泉
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
核
工
業
団

地
、
字
八
ヶ
代
山
、
字
八
ヶ
代
（
六
十
四
番
の

二
、
六
十
四
番
の
三
、
六
十
五
番
、
百
十
九
番

及
び
百
二
十
番
に
限
る
。）、
字
上
狐
山
（
村
道

上
長
峰
上
狐
山
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域

に
限
る
。）、
字
坊
頭
窪
、
字
根
岸
裏
山
、
字
山

神
山
、
字
山
崎
山
、
字
山
崎
、
字
下
夏
針
、
字

十
八
夜
、
字
十
八
夜
山
、
字
大
山
、
字
四
ツ
屋

前
及
び
字
離
山
（
二
番
の
一
、
二
番
の
二
、
三

番
の
二
、
三
番
の
五
か
ら
三
番
の
七
ま
で
、
四

番
の
一
、
四
番
の
三
、
四
番
の
五
、
四
番
の
八
、

五
番
の
二
、
六
番
の
三
、
六
番
の
四
、
二
十
四

番
、
二
十
五
番
の
一
、
二
十
五
番
の
四
、
二
十

五
番
の
六
、
二
十
六
番
の
二
か
ら
二
十
六
番
の

四
ま
で
、
二
十
七
番
、
二
十
八
番
の
一
、
三
十

五
番
か
ら
三
十
七
番
ま
で
、
三
十
七
番
の
三
、

三
十
八
番
、
三
十
九
番
の
一
か
ら
三
十
九
番
の

三
ま
で
、
四
十
番
、
四
十
番
の
一
、
四
十
番
の

三
及
び
四
十
番
の
四
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
関
和
久
の
区
域
の
う
ち
、
字
石
名
田
、

字
愛
敬
山
、
字
石
名
沢
山
、
字
如
信
沢
（
村
道

上
野
舘
中
島
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に

限
る
。）
及
び
字
松
ヶ
沢
（
村
道
石
名
田
松
ヶ

沢
線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）
の

区
域 

境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、
字
豊
田
（
村

道
瀬
知
房
後
下
城
内
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区

域
に
限
る
。）、
字
下
城
内
（
村
道
瀬
知
房
後
下

城
内
線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。）、

字
豊
内
（
村
道
下
城
内
新
六
線
西
側
境
界
線
以

西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
新
六
、
字
如
信
沢
（
村

道
上
野
舘
中
島
線
北
側
境
界
線
以
北
の
区
域
に

限
る
。）、
字
松
ヶ
沢
（
村
道
石
名
田
松
ヶ
沢
線

東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。）、
字
景
ノ

原
（
村
道
桎
内
如
信
沢
線
南
側
境
界
線
以
南
の

区
域
に
限
る
。）、
字
中
宿
（
県
道
塙
泉
崎
線
西

側
境
界
線
以
西
の
区
域
及
び
村
道
中
宿
武
具
田

線
西
側
境
界
線
以
西
の
区
域
に
限
る
。）、
字
明

地
（
村
道
切
立
屋
中
線
北
側
境
界
線
以
北
で
あ

っ
て
村
道
中
宿
武
具
田
線
西
側
境
界
線
以
西
の

区
域
に
限
る
。）、
字
関
和
神
社
及
び
字
切
立
（
四

十
五
番
の
一
、
四
十
六
番
か
ら
四
十
八
番
ま
で
、

四
十
九
番
の
一
、
四
十
九
番
の
二
及
び
五
十
番

に
限
る
。）
の
区
域 

 

変

更

後



平成２３年１０月２８日付け福島県告示第５０９号による特定悪臭物質規制の一部改正に係る新旧対象表 

11/14 

 

  
 

 
石
川
郡
玉

川
村 

石
川
郡
石

川
町 

東
白
川
郡 

鮫
川
村 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

大
字
川
辺
の
区
域
の
う
ち
、
字
宮
ノ
前
（
三

百
三
番
地
の
四
、
三
百
四
番
地
の
六
か
ら
十
三

ま
で
及
び
三
百
九
十
三
番
地
に
限
る
。）
の
区

域 

大
字
蒜
生
の
区
域
の
う
ち
、
字
恵
平
（
百
三

十
一
番
地
の
二
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
小
高
の
区
域
の
う
ち
、
字
江
平
（
八
十

八
番
地
の
九
か
ら
八
十
八
番
の
二
十
三
ま
で

に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
小
高
の
区
域
の
う
ち
、
字
丑
久
保
及
び

字
池
ノ
入
の
区
域 

大
字
中
の
区
域
の
う
ち
、
字
下
谷
地
、
字
山

ノ
根
、
字
天
神
、
字
道
上
、
字
後
作
田
、
字
作

田
、
字
前
作
田
及
び
字
入
山
の
区
域 

大
字
竜
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
岡
谷
地
、
字

蕨
岡
及
び
字
四
斗
蒔
の
区
域
（
村
道
Ⅰ
―
十
号

線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
岩
法
寺
の
区
域
の
う
ち
、
字
蕨
岡
の
区

域
並
び
に
字
関
根
、
字
湯
神
前
及
び
字
宮
ノ
前

の
区
域
（
村
道
Ⅰ
―
十
号
線
南
側
境
界
線
以
南

の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
山
小
屋
の
区
域
の
う
ち
、
字
曲
久
保
及

び
字
二
本
椚
の
区
域 

大
字
南
須
釜
の
区
域
の
う
ち
、
字
舘
の
区
域

大
字
山
新
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
河
平
の
区

域 

大
字
川
辺
の
区
域
の
う
ち
、
字
和
尚
平
及
び

字
舘
の
区
域
並
び
に
字
宮
ノ
前
の
区
域
（
国
道

百
十
八
号
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
で
あ
っ

て
、
三
百
三
番
地
の
四
及
び
三
百
四
番
地
を
除

く
区
域
に
限
る
。） 

大
字
蒜
生
の
区
域
の
う
ち
、
字
栗
木
内
及
び

字
羽
根
石
の
区
域 

大
字
小
高
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
村
前
、
字

向
久
保
、
字
西
屋
敷
及
び
字
東
耕
地
の
区
域
並

び
に
字
稲
荷
畷
、
字
中
畷
、
字
北
畷
及
び
字
南

畷
の
区
域
（
国
道
百
十
八
号
東
側
境
界
線
以
東

の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
中
の
区
域
の
う
ち
、
字
高
畔
、
字
屋
敷

前
、
字
後
及
び
字
向
の
区
域 

大
字
竜
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
糀
屋
の
区
域

工
業
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

大
字
赤
坂
西
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
塩

（
五
百
八
十
一
番
、
五
百
八
十
二
番
、
五
百
八

十
三
番
の
一
か
ら
五
百
八
十
三
番
の
四
ま
で
、

五
百
八
十
四
番
か
ら
五
百
八
十
九
番
ま
で
、
六

百
番
、
六
百
一
番
、
六
百
三
番
、
六
百
四
番
及

び
六
百
十
六
番
か
ら
六
百
十
九
番
ま
で
に
限

る
。）
及
び
字
権
現
渡
（
百
四
十
一
番
、
百
四

十
二
番
、
百
四
十
三
番
の
一
及
び
百
四
十
三
番

の
二
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
西
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
鍛
冶
平
の
区

域 

大
字
赤
坂
東
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
戸
草
及

び
字
葉
貫
の
区
域 

大
字
富
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
沢
の
区
域

大
字
渡
瀬
の
区
域
の
う
ち
、
字
関
口
及
び
字

青
生
野
の
区
域 

大
字
赤
坂
中
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
新
宿
、

字
道
少
田
、
字
宿
ノ
入
、
字
真
坂
、
字
二
本
田

及
び
字
巡
ヶ
作
の
区
域 

大
字
東
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
広
畑
、
字
官

代
及
び
字
山
口
の
区
域 

大
字
富
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
前
沼
の
区
域

変

更

前

石
川
郡
玉

川
村 

石
川
郡
石

川
町 

東
白
川
郡 

鮫
川
村 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

大
字
川
辺
の
区
域
の
う
ち
、
字
宮
ノ
前
（
三

百
三
番
地
の
四
、
三
百
四
番
地
の
六
か
ら
十
三

ま
で
及
び
三
百
九
十
三
番
地
に
限
る
。）
の
区

域 

大
字
蒜
生
の
区
域
の
う
ち
、
字
恵
平
（
百
三

十
一
番
地
の
二
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
小
高
の
区
域
の
う
ち
、
字
江
平
（
八
十

八
番
地
の
九
か
ら
八
十
八
番
の
二
十
三
ま
で

に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
小
高
の
区
域
の
う
ち
、
字
丑
久
保
及
び

字
池
ノ
入
の
区
域 

大
字
中
の
区
域
の
う
ち
、
字
下
谷
地
、
字
山

ノ
根
、
字
天
神
、
字
道
上
、
字
後
作
田
、
字
作

田
、
字
前
作
田
及
び
字
入
山
の
区
域 

大
字
竜
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
岡
谷
地
、
字

蕨
岡
及
び
字
四
斗
蒔
の
区
域
（
村
道
Ⅰ
―
十
号

線
南
側
境
界
線
以
南
の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
岩
法
寺
の
区
域
の
う
ち
、
字
蕨
岡
の
区

域
並
び
に
字
関
根
、
字
湯
神
前
及
び
字
宮
ノ
前

の
区
域
（
村
道
Ⅰ
―
十
号
線
南
側
境
界
線
以
南

の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
山
小
屋
の
区
域
の
う
ち
、
字
曲
久
保
及

び
字
二
本
椚
の
区
域 

大
字
南
須
釜
の
区
域
の
う
ち
、
字
舘
の
区
域 

大
字
山
新
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
河
平
の
区

域 

大
字
川
辺
の
区
域
の
う
ち
、
字
和
尚
平
及
び

字
舘
の
区
域
並
び
に
字
宮
ノ
前
の
区
域
（
国
道

百
十
八
号
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
で
あ
っ

て
、
三
百
三
番
地
の
四
及
び
三
百
四
番
地
を
除

く
区
域
に
限
る
。） 

大
字
蒜
生
の
区
域
の
う
ち
、
字
栗
木
内
及
び

字
羽
根
石
の
区
域 

大
字
小
高
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
村
前
、
字

向
久
保
、
字
西
屋
敷
及
び
字
東
耕
地
の
区
域
並

び
に
字
稲
荷
畷
、
字
中
畷
、
字
北
畷
及
び
字
南

畷
の
区
域
（
国
道
百
十
八
号
東
側
境
界
線
以
東

の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
中
の
区
域
の
う
ち
、
字
高
畔
、
字
屋
敷

前
、
字
後
及
び
字
向
の
区
域 

大
字
竜
崎
の
区
域
の
う
ち
、
字
糀
屋
の
区
域 

工
業
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

大
字
赤
坂
西
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
塩

（
五
百
八
十
一
番
、
五
百
八
十
二
番
、
五
百
八

十
三
番
の
一
か
ら
五
百
八
十
三
番
の
四
ま
で
、

五
百
八
十
四
番
か
ら
五
百
八
十
九
番
ま
で
、
六

百
番
、
六
百
一
番
、
六
百
三
番
、
六
百
四
番
及

び
六
百
十
六
番
か
ら
六
百
十
九
番
ま
で
に
限

る
。）
及
び
字
権
現
渡
（
百
四
十
一
番
、
百
四

十
二
番
、
百
四
十
三
番
の
一
及
び
百
四
十
三
番

の
二
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
西
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
鍛
冶
平
の
区

域 

大
字
赤
坂
東
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
戸
草
及

び
字
葉
貫
の
区
域 

大
字
富
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
中
沢
の
区
域 

大
字
渡
瀬
の
区
域
の
う
ち
、
字
関
口
及
び
字

青
生
野
の
区
域 

大
字
赤
坂
中
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
新
宿
、

字
道
少
田
、
字
宿
ノ
入
、
字
真
坂
、
字
二
本
田

及
び
字
巡
ヶ
作
の
区
域 

大
字
東
野
の
区
域
の
う
ち
、
字
広
畑
、
字
官

代
及
び
字
山
口
の
区
域 

大
字
富
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
前
沼
の
区
域 

変

更

後
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石
川
郡
古

殿
町 

石
川
郡 

浅
川
町 

石
川
郡
平

田
村 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｂ
区
域 

大
字
鎌
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
長
光
地
、
字

発
木
内
、
字
田
中
田
、
字
渕
ノ
上
、
字
市
房
内
、

字
鶴
巻
、
字
下
房
、
字
吉
田
及
び
字
広
沢
の
区

域 

大
字
松
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
原
、
字
和

久
及
び
字
八
ヶ
久
保
日
向
の
区
域 

大
字
竹
貫
の
区
域
の
う
ち
、
字
千
足
、
字
上

町
、
字
立
町
、
字
水
ノ
出
、
字
竹
貫
、
字
池
ノ

内
、
字
横
小
路
及
び
字
古
町
の
区
域 

大
字
松
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
桑
原
、
字
新

桑
原
及
び
字
横
川
の
区
域 

大
字
里
白
石
の
う
ち
、
字
荒
屋
郷
、
字
寺
ノ

前
、
字
宿
裏
及
び
字
十
石
久
保
（
三
番
に
限

る
。）
の
区
域
並
び
に
字
表
ノ
前
の
区
域
（
町

道
里
白
石
木
和
田
塚
線
北
側
境
界
線
以
北
で

あ
っ
て
町
道
宮
ノ
前
表
ノ
前
線
西
側
境
界
線

以
西
の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
染
の
区
域
の
う
ち
、
字
地
獄
谷
地
の
区

域
（
県
道
泉
崎
浅
川
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区

域
に
限
る
。） 

大
字
山
白
石
の
区
域
の
う
ち
、
字
軽
米
、
字

ス
ル
ス
淵
、
字
本
内
、
字
中
田
、
字
梨
子
ノ
草
、

字
木
和
田
塚
（
四
百
一
番
の
一
に
限
る
。）
及

び
字
滝
ノ
下
（
百
八
十
七
番
の
一
及
び
百
八
十

七
番
の
四
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
小
貫
の
区
域 

大
字
浅
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
荒
町
、
字
荒

町
西
裏
、
字
本
町
、
字
本
町
西
裏
、
字
大
明
塚
、

字
背
戸
谷
地
、
字
古
語
宮
、
字
月
斉
陣
場
及
び

字
月
斉
の
区
域 

大
字
東
大
畑
の
区
域
の
う
ち
、
字
裏
門
、
字

大
名
大
塚
、
字
新
町
、
字
金
田
及
び
字
附
掛
の

区
域
並
び
に
字
東
大
畑
の
区
域
（
百
六
十
五
番

の
一
、
百
六
十
五
番
の
二
及
び
百
六
十
六
番
並

び
に
国
道
百
十
八
号
西
側
境
界
線
以
西
の
区

域
に
限
る
。） 

大
字
箕
輪
の
区
域
の
う
ち
、
字
山
敷
田
及
び

字
坂
ノ
前
の
区
域
並
び
に
字
大
代
（
一
番
の

二
、
一
番
の
十
八
か
ら
一
番
の
二
十
八
ま
で
、

一
番
の
三
十
二
か
ら
一
番
の
三
十
四
ま
で
、
一

番
の
四
十
及
び
一
番
の
四
十
二
か
ら
一
番
の

六
十
二
ま
で
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
袖
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
森
下
（
二
百

六
十
八
番
か
ら
二
百
七
十
番
ま
で
、
二
百
八
十

七
番
、
二
百
八
十
八
番
、
二
百
八
十
九
番
の
一
、

二
百
八
十
九
番
の
二
及
び
二
百
九
十
番
か
ら

二
百
九
十
九
番
ま
で
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
下
蓬
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
蓬
来
内
、

字
石
ノ
川
及
び
字
空
釜
の
区
域
（
県
道
矢
吹
小

野
線
、
村
道
千
百
三
十
六
号
線
及
び
村
道
百
七

号
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

大
字
永
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
萩
ノ
作
の
区

域 

大
字
東
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
田
和
ノ
内
の

区
域 

変

更

前

 

石
川
郡
古

殿
町 

石
川
郡 

浅
川
町 

石
川
郡
平

田
村 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｂ
区
域 

大
字
鎌
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
長
光
地
、
字

発
木
内
、
字
田
中
田
、
字
渕
ノ
上
、
字
市
房
内
、

字
鶴
巻
、
字
下
房
、
字
吉
田
及
び
字
広
沢
の
区

域 

大
字
松
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
原
、
字
和

久
及
び
字
八
ヶ
久
保
日
向
の
区
域 

大
字
竹
貫
の
区
域
の
う
ち
、
字
千
足
、
字
上

町
、
字
立
町
、
字
水
ノ
出
、
字
竹
貫
、
字
池
ノ

内
、
字
横
小
路
及
び
字
古
町
の
区
域 

大
字
松
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
桑
原
、
字
新

桑
原
及
び
字
横
川
の
区
域 

大
字
里
白
石
の
う
ち
、
字
荒
屋
郷
、
字
寺
ノ

前
、
字
宿
裏
及
び
字
十
石
久
保
（
三
番
に
限

る
。）
の
区
域
並
び
に
字
表
ノ
前
の
区
域
（
町

道
里
白
石
木
和
田
塚
線
北
側
境
界
線
以
北
で

あ
っ
て
町
道
宮
ノ
前
表
ノ
前
線
西
側
境
界
線

以
西
の
区
域
に
限
る
。） 

大
字
染
の
区
域
の
う
ち
、
字
地
獄
谷
地
の
区

域
（
県
道
泉
崎
浅
川
線
東
側
境
界
線
以
東
の
区

域
に
限
る
。） 

大
字
山
白
石
の
区
域
の
う
ち
、
字
軽
米
、
字

ス
ル
ス
淵
、
字
本
内
、
字
中
田
、
字
梨
子
ノ
草
、

字
木
和
田
塚
（
四
百
一
番
の
一
に
限
る
。）
及

び
字
滝
ノ
下
（
百
八
十
七
番
の
一
及
び
百
八
十

七
番
の
四
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
小
貫
の
区
域 

大
字
浅
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
荒
町
、
字
荒

町
西
裏
、
字
本
町
、
字
本
町
西
裏
、
字
大
明
塚
、

字
背
戸
谷
地
、
字
古
語
宮
、
字
月
斉
陣
場
及
び

字
月
斉
の
区
域 

大
字
東
大
畑
の
区
域
の
う
ち
、
字
裏
門
、
字

大
名
大
塚
、
字
新
町
、
字
金
田
及
び
字
附
掛
の

区
域
並
び
に
字
東
大
畑
の
区
域
（
百
六
十
五
番

の
一
、
百
六
十
五
番
の
二
及
び
百
六
十
六
番
並

び
に
国
道
百
十
八
号
西
側
境
界
線
以
西
の
区

域
に
限
る
。） 

大
字
箕
輪
の
区
域
の
う
ち
、
字
山
敷
田
及
び

字
坂
ノ
前
の
区
域
並
び
に
字
大
代
（
一
番
の

二
、
一
番
の
十
八
か
ら
一
番
の
二
十
八
ま
で
、

一
番
の
三
十
二
か
ら
一
番
の
三
十
四
ま
で
、
一

番
の
四
十
及
び
一
番
の
四
十
二
か
ら
一
番
の

六
十
二
ま
で
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
袖
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
森
下
（
二
百

六
十
八
番
か
ら
二
百
七
十
番
ま
で
、
二
百
八
十

七
番
、
二
百
八
十
八
番
、
二
百
八
十
九
番
の
一
、

二
百
八
十
九
番
の
二
及
び
二
百
九
十
番
か
ら

二
百
九
十
九
番
ま
で
に
限
る
。）
の
区
域 

大
字
下
蓬
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
蓬
来
内
、

字
石
ノ
川
及
び
字
空
釜
の
区
域
（
県
道
矢
吹
小

野
線
、
村
道
千
百
三
十
六
号
線
及
び
村
道
百
七

号
線
に
囲
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。） 

大
字
永
田
の
区
域
の
う
ち
、
字
萩
ノ
作
の
区

域 

大
字
東
山
の
区
域
の
う
ち
、
字
田
和
ノ
内
の

区
域 変

更

後
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双
葉
郡
広

野
町 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

大
字
下
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
火
の
口
、

字
浜
田
、
字
折
返
及
び
字
苗
代
替
の
区
域
（
Ａ

地
区
の
三
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

大
字
下
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
築
地
、

字
柳
町
、
字
広
長
、
字
桜
田
及
び
字
観
音
前
の

区
域
（
Ａ
地
区
の
五
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。）

大
字
上
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
高
田
、

字
沢
目
及
び
字
桜
田
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側

境
界
線
と
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道
用
地
西
側
境
界

線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。）
並
び
に
字
切

通
及
び
字
坊
田
の
区
域
（
Ａ
区
域
の
六
に
掲
げ

る
区
域
を
除
く
。） 

一 

中
央
台
一
丁
目
か
ら
中
央
台
三
丁
目
ま
で
の

区
域 

二 

広
洋
台
一
丁
目
及
び
広
洋
台
二
丁
目
の
区
域 

三 

大
字
下
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
岩
沢
の
区

域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限

る
。）、
字
二
ツ
沼
（
五
十
八
番
か
ら
九
十
七
番

ま
で
を
除
く
。）、
字
大
谷
地
原
、
字
西
平
山
、

字
東
平
山
、
字
新
町
、
字
二
枚
橋
、
字
西
町
、

字
東
町
、
字
東
原
、
字
上
大
吹
、
字
下
大
吹
、

字
代
下
、
字
松
葉
、
字
腰
巻
、
字
前
川
原
、
字

久
保
田
、
字
北
釜
及
び
字
宮
田
の
区
域
並
び
に

字
火
の
口
、
字
浜
田
、
字
折
返
及
び
字
苗
代
替

の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
と
Ｊ
Ｒ
常
磐

線
軌
道
用
地
西
側
境
界
線
に
挟
ま
れ
た
区
域

を
除
く
。） 

四 

大
字
上
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
代
、
字
石

名
坂
、
字
関
山
、
字
中
平
、
字
北
ノ
内
前
、
字

堤
、
字
堤
山
、
字
荒
神
（
九
十
七
番
の
二
十
七

を
除
く
。）、
字
堂
の
原
（
七
番
の
六
か
ら
七
番

の
十
一
ま
で
、
七
番
の
十
五
、
七
番
の
十
六
、

七
番
の
十
八
、
七
番
の
三
十
、
七
番
の
三
十
一
、

七
番
の
四
十
二
、
七
番
の
四
十
三
、
七
番
の
四

十
九
、
七
番
の
五
十
五
か
ら
七
番
の
五
十
七
ま

で
、
七
番
の
六
十
か
ら
七
番
の
七
十
一
ま
で
、

二
十
番
の
一
か
ら
二
十
番
の
八
ま
で
、
二
十
六

番
、
三
十
五
番
の
一
か
ら
三
十
五
番
の
三
ま

で
、
三
十
六
番
の
一
、
三
十
六
番
の
三
、
三
十

六
番
の
四
、
三
十
七
番
、
三
十
八
番
の
一
か
ら

三
十
八
番
の
十
一
ま
で
及
び
三
十
九
番
を
除

く
。）
及
び
字
二
ツ
沼
（
二
番
の
一
、
二
番
の

二
、
三
番
、
四
番
、
四
番
の
一
、
四
番
の
二
、

五
番
、
八
番
、
十
番
、
十
四
番
の
三
か
ら
十
四

番
の
九
ま
で
、
十
四
番
の
二
十
七
、
十
四
番
の

三
十
、
十
四
番
の
四
十
八
、
十
四
番
の
五
十
、

十
四
番
の
五
十
一
、
十
四
番
の
五
十
五
、
十
四

番
の
五
十
七
、
十
四
番
の
五
十
九
及
び
十
四
番

の
六
十
二
か
ら
十
四
番
の
六
十
五
ま
で
を
除

く
。）
の
区
域 

五 

大
字
下
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
築
地
、

字
桜
田
、
字
柳
町
、
字
広
長
及
び
字
観
音
前
の

区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌

道
用
地
西
側
境
界
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
を
除

く
。）
並
び
に
字
本
町
、
字
松
下
、
字
前
川
原
、

字
久
保
、
字
川
原
田
、
字
坊
田
、
字
比
屋
蔭
及

び
字
向
の
区
域 

六 

大
字
上
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
高
田
、

字
沢
目
、
字
寺
所
及
び
字
大
谷
内
の
区
域
（
国

道
六
号
西
側
境
界
線
と
同
境
界
線
か
ら
西
へ

二
百
メ
ー
ト
ル
の
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限

る
。）、
字
桜
田
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界

線
と
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道
用
地
西
側
境
界
線
に

挟
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。）、
字
切
通
の
区
域

（
浅
見
川
北
側
境
界
線
以
北
で
あ
っ
て
、
国
道

六
号
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
を
除
く
。）
並

び
に
字
坊
田
の
区
域
（
浅
見
川
北
側
境
界
線
以

北
の
区
域
を
除
く
。） 

七 

大
字
折
木
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
平
、
字
高

萩
、
字
六
反
田
、
字
田
中
、
字
正
木
内
、
字
台

山
、
字
浜
及
び
字
小
浜
沢
の
区
域
並
び
に
字
関

の
上
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
以
東
の

区
域
に
限
る
。） 

八 

大
字
夕
筋
の
区
域
の
う
ち
、
字
堂
後
内
、
字

北
前
、
字
安
楽
、
字
本
沢
及
び
字
永
沢
の
区
域

並
び
に
字
楢
葉
作
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境

界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。） 

変

更

前

双
葉
郡
広

野
町 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

大
字
下
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
火
の
口
、

字
浜
田
、
字
折
返
及
び
字
苗
代
替
の
区
域
（
Ａ

地
区
の
三
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

大
字
下
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
築
地
、

字
柳
町
、
字
広
長
、
字
桜
田
及
び
字
観
音
前
の

区
域
（
Ａ
地
区
の
五
に
掲
げ
る
区
域
を
除
く
。） 

大
字
上
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
高
田
、

字
沢
目
及
び
字
桜
田
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側

境
界
線
と
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道
用
地
西
側
境
界

線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限
る
。）
並
び
に
字
切

通
及
び
字
坊
田
の
区
域
（
Ａ
区
域
の
六
に
掲
げ

る
区
域
を
除
く
。） 

一 

中
央
台
一
丁
目
か
ら
中
央
台
三
丁
目
ま
で
の

区
域 

二 

広
洋
台
一
丁
目
及
び
広
洋
台
二
丁
目
の
区
域 

三 

大
字
下
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
岩
沢
の
区

域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
に
限

る
。）、
字
二
ツ
沼
（
五
十
八
番
か
ら
九
十
七
番

ま
で
を
除
く
。）、
字
大
谷
地
原
、
字
西
平
山
、

字
東
平
山
、
字
新
町
、
字
二
枚
橋
、
字
西
町
、

字
東
町
、
字
東
原
、
字
上
大
吹
、
字
下
大
吹
、

字
代
下
、
字
松
葉
、
字
腰
巻
、
字
前
川
原
、
字

久
保
田
、
字
北
釜
及
び
字
宮
田
の
区
域
並
び
に

字
火
の
口
、
字
浜
田
、
字
折
返
及
び
字
苗
代
替

の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
と
Ｊ
Ｒ
常
磐

線
軌
道
用
地
西
側
境
界
線
に
挟
ま
れ
た
区
域

を
除
く
。） 

四 

大
字
上
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
代
、
字
石

名
坂
、
字
関
山
、
字
中
平
、
字
北
ノ
内
前
、
字

堤
、
字
堤
山
、
字
荒
神
（
九
十
七
番
の
二
十
七

を
除
く
。）、
字
堂
の
原
（
七
番
の
六
か
ら
七
番

の
十
一
ま
で
、
七
番
の
十
五
、
七
番
の
十
六
、

七
番
の
十
八
、
七
番
の
三
十
、
七
番
の
三
十
一
、

七
番
の
四
十
二
、
七
番
の
四
十
三
、
七
番
の
四

十
九
、
七
番
の
五
十
五
か
ら
七
番
の
五
十
七
ま

で
、
七
番
の
六
十
か
ら
七
番
の
七
十
一
ま
で
、

二
十
番
の
一
か
ら
二
十
番
の
八
ま
で
、
二
十
六

番
、
三
十
五
番
の
一
か
ら
三
十
五
番
の
三
ま

で
、
三
十
六
番
の
一
、
三
十
六
番
の
三
、
三
十

六
番
の
四
、
三
十
七
番
、
三
十
八
番
の
一
か
ら

三
十
八
番
の
十
一
ま
で
及
び
三
十
九
番
を
除

く
。）
及
び
字
二
ツ
沼
（
二
番
の
一
、
二
番
の

二
、
三
番
、
四
番
、
四
番
の
一
、
四
番
の
二
、

五
番
、
八
番
、
十
番
、
十
四
番
の
三
か
ら
十
四

番
の
九
ま
で
、
十
四
番
の
二
十
七
、
十
四
番
の

三
十
、
十
四
番
の
四
十
八
、
十
四
番
の
五
十
、

十
四
番
の
五
十
一
、
十
四
番
の
五
十
五
、
十
四

番
の
五
十
七
、
十
四
番
の
五
十
九
及
び
十
四
番

の
六
十
二
か
ら
十
四
番
の
六
十
五
ま
で
を
除

く
。）
の
区
域 

五 
大
字
下
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
築
地
、

字
桜
田
、
字
柳
町
、
字
広
長
及
び
字
観
音
前
の

区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌

道
用
地
西
側
境
界
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
を
除

く
。）
並
び
に
字
本
町
、
字
松
下
、
字
前
川
原
、

字
久
保
、
字
川
原
田
、
字
坊
田
、
字
比
屋
蔭
及

び
字
向
の
区
域 

六 

大
字
上
浅
見
川
の
区
域
の
う
ち
、
字
高
田
、

字
沢
目
、
字
寺
所
及
び
字
大
谷
内
の
区
域
（
国

道
六
号
西
側
境
界
線
と
同
境
界
線
か
ら
西
へ

二
百
メ
ー
ト
ル
の
線
に
挟
ま
れ
た
区
域
に
限

る
。）、
字
桜
田
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界

線
と
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道
用
地
西
側
境
界
線
に

挟
ま
れ
た
区
域
を
除
く
。）、
字
切
通
の
区
域

（
浅
見
川
北
側
境
界
線
以
北
で
あ
っ
て
、
国
道

六
号
東
側
境
界
線
以
東
の
区
域
を
除
く
。）
並

び
に
字
坊
田
の
区
域
（
浅
見
川
北
側
境
界
線
以

北
の
区
域
を
除
く
。） 

七 

大
字
折
木
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
平
、
字
高

萩
、
字
六
反
田
、
字
田
中
、
字
正
木
内
、
字
台

山
、
字
浜
及
び
字
小
浜
沢
の
区
域
並
び
に
字
関

の
上
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境
界
線
以
東
の

区
域
に
限
る
。） 

八 

大
字
夕
筋
の
区
域
の
う
ち
、
字
堂
後
内
、
字

北
前
、
字
安
楽
、
字
本
沢
及
び
字
永
沢
の
区
域

並
び
に
字
楢
葉
作
の
区
域
（
国
道
六
号
東
側
境

界
線
以
東
の
区
域
に
限
る
。） 

変

更

後
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備
考 

こ
の
表
に
お
い
て
「
市
街
化
調
整
区
域
」
と
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
街
化
調
整
区
域
と
し
て

定
め
ら
れ
た
区
域
を
い
い
、「
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」、「
第
二
種
低
層
住

居
専
用
地
域
」、「
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」、「
第
二
種
中
高
層
住
居
専

用
地
域
」、「
第
一
種
住
居
地
域
」、「
第
二
種
住
居
地
域
」、「
準
住
居
地
域
」、「
近

隣
商
業
地
域
」、「
商
業
地
域
」、「
準
工
業
地
域
」、「
工
業
地
域
」
及
び
「
工
業

専
用
地
域
」
と
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
第
一
号
に
掲
げ

る
地
域
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
域
を
い
う
。 

 

   

双
葉
郡
浪

江
町 

双
葉
郡
双

葉
町 

双
葉
郡
富

岡
町 

（
広
野
町
） 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
及
び
近

隣
商
業
地
域 

工
業
専
用
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

大
字
細
谷
の
区
域
の
う
ち
、
字
陳
場
沢
、
字

大
森
、
字
陳
場
下
、
字
熊
ノ
沢
及
び
字
森
ノ
内

の
区
域
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
区
域
を
除
く
。） 

大
字
寺
沢
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
久
保
の
区

域
を
除
く
区
域 

大
字
松
倉
の
区
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

小
浜
の
区
域
の
う
ち
、
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道
用

地
南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
国
道
六
号
東

側
境
界
線
以
東
の
区
域 

字
王
塚
の
区
域
の
う
ち
、
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道

用
地
南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
国
道
六
号

東
側
境
界
線
以
東
の
区
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及

び
近
隣
商
業
地
域 

大
字
下
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
岩
沢
及
び

字
二
ツ
沼
の
区
域
（
Ａ
区
域
の
三
に
掲
げ
る
区

域
を
除
く
。） 

大
字
上
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
岩
沢
の
区

域
並
び
に
字
堂
の
原
、
字
二
ツ
沼
及
び
字
荒
神

の
区
域
（
Ａ
区
域
の
四
に
掲
げ
る
区
域
を
除

く
。） 変

更

前

備
考 

こ
の
表
に
お
い
て
「
市
街
化
調
整
区
域
」
と
は
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四

十
三
年
法
律
第
百
号
）第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
街
化
調
整
区
域
と

し
て
定
め
ら
れ
た
区
域
を
い
い
、「
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
」、「
第
二

種
低
層
住
居
専
用
地
域
」、「
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地
域
」、「
第
二
種
中

高
層
住
居
専
用
地
域
」、「
第
一
種
住
居
地
域
」、「
第
二
種
住
居
地
域
」、「
準

住
居
地
域
」、「
近
隣
商
業
地
域
」、「
商
業
地
域
」、「
準
工
業
地
域
」、「
工
業

地
域
」
及
び
「
工
業
専
用
地
域
」
と
は
、
同
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
同
項
第
一
号
に
掲
げ
る
地
域
と
し
て
定
め
ら
れ
た
地
域
を
い
う
。 

 

双
葉
郡
浪

江
町 

双
葉
郡
双

葉
町 

双
葉
郡
富

岡
町 

（
広
野
町
） 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

Ｂ
区
域 

Ａ
区
域 

Ｃ
区
域 

工
業
地
域
及
び
工
業
専
用
地
域 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
及
び
近

隣
商
業
地
域 

工
業
専
用
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

大
字
細
谷
の
区
域
の
う
ち
、
字
陳
場
沢
、
字

大
森
、
字
陳
場
下
、
字
熊
ノ
沢
及
び
字
森
ノ
内

の
区
域
（
東
京
電
力
株
式
会
社
福
島
第
一
原
子

力
発
電
所
の
区
域
を
除
く
。） 

大
字
寺
沢
の
区
域
の
う
ち
、
字
大
久
保
の
区

域
を
除
く
区
域 

大
字
松
倉
の
区
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高

層
住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二

種
住
居
地
域
及
び
近
隣
商
業
地
域 

工
業
地
域 

一 

商
業
地
域
及
び
準
工
業
地
域 

二 

小
浜
の
区
域
の
う
ち
、
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道
用

地
南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
国
道
六
号
東

側
境
界
線
以
東
の
区
域 

字
王
塚
の
区
域
の
う
ち
、
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
軌
道

用
地
南
側
境
界
線
以
南
で
あ
っ
て
国
道
六
号

東
側
境
界
線
以
東
の
区
域 

第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
、
第
二
種
低
層

住
居
専
用
地
域
、
第
一
種
中
高
層
住
居
専
用
地

域
、
第
一
種
住
居
地
域
、
第
二
種
住
居
地
域
及

び
近
隣
商
業
地
域 

大
字
下
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
岩
沢
及
び

字
二
ツ
沼
の
区
域
（
Ａ
区
域
の
三
に
掲
げ
る
区

域
を
除
く
。） 

大
字
上
北
迫
の
区
域
の
う
ち
、
字
岩
沢
の
区

域
並
び
に
字
堂
の
原
、
字
二
ツ
沼
及
び
字
荒
神

の
区
域
（
Ａ
区
域
の
四
に
掲
げ
る
区
域
を
除

く
。） 変

更

後

 


